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は じ め に 

 特定非営利活動促進法は，特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により，ボランティア活 

動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的と

して，平成10 年12 月に施行されました。 

 平成23 年6月には，所轄庁の変更，認定事務の移行，申請手続の簡素化・柔軟化，会計の明確化，認定基

準の緩和及び認定の効果の拡充等の措置を講じるなどの法改正が行われ，平成24年4月に施行されました。 

また，平成 23 年改正法附則の検討規定に基づき，NPO 関係団体の要望を踏まえて，超党派の議員による

NPO議員連盟において，NPO 法人の活動の健全な発展をより一層促進するための検討が行われました。 

その結果，制度の使いやすさと信頼性向上のための措置として，⑴認証申請時の添付書類の縦覧期間の短

縮等⑵貸借対照表の公告等⑶認定 NPO 法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化等を，また，

情報公開の一層の推進を図るための措置として⑷事業報告書等，役員報酬規定等の備置期間の延長等⑸内閣

府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大，さらに「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非

営利活動法人」への名称変更などの改正が平成28年6月に行われ，平成29年4月（※貸借対照表の公告は

平成30年10月）に施行されました。 

本書は，これらの改正事項を織り込み，認証及び認定制度に係る規定の内容及び諸手続について解説して

います。認証，認定を受けるための申請手続及び認証後，認定後に必要となる諸手続を行う際には，各所轄

庁の定める申請書式等に基づいて行う必要がありますが，法令等に基づく標準的な諸手続の解説として参考

にしてください。 

 

令和元年１２月 

 

本書において使用している省略語は，次のとおりです。 
法 ・・・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号） 
法 令 ・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法施行令（平成23年政令第319号） 
法 規 ・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法施行規則（平成23年内閣府令第55号） 
平成23年改正法 ・・・・・・・・・ 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成23年法律第70号） 
平成28年改正法 ・・・・・・・・・ 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成28年法律第70号） 
NPO法人  ・・・・・・・・・・・・・ 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 
認定NPO法人 ・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法第44条第1項に規定する認定特定非営利活動法人 
特例認定NPO法人 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法第58条第1項に規定する仮認定特定非営利活動法人 
認定NPO法人等 ・・・・・・・・・・認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人 
所轄庁 ・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法第9条に規定するその主たる事務所が所在する都道府 

県の知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活 
動法人にあっては，当該指定都市の長）   

措 法 ・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法（昭和32年法律第26号） 
措 令 ・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号） 
措 規 ・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号） 
法人法 ・・・・・・・・・・・・・・法人税法（昭和40年法律第34号） 
法人令 ・・・・・・・・・・・・・・法人税法施行令（昭和40年政令第97号） 
法人規 ・・・・・・・・・・・・・・法人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号） 
所 法 ・・・・・・・・・・・・・・所得税法（昭和40年法律第33号） 
所 令 ・・・・・・・・・・・・・・所得税法施行令（昭和40年政令第96号） 
所 規 ・・・・・・・・・・・・・・所得税法施行規則（昭和40年大蔵省令第11号） 
相 規 ・・・・・・・・・・・・・・相続税法施行規則（昭和25年大蔵省令第17号） 
組登令 ・・・・・・・・・・・・・・組合等登記令(昭和39年3月23日政令第29号) 
行手法 ・・・・・・・・・・・・・・行政手続法（平成5年11月12日法律第88号） 
法10①二イ ・・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法第10条第２項第２号イ 

平成28 年改正法による主な変更点は，               が目印です。 

（注）この手引きは，令和元年１２月１６日に施行された法令に基づいて作成しています。 
☞ 【平成28年改正点】 
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第1章 法律の概要 
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１ 法律の目的等 

⑴ 法律の目的 

特定非営利活動促進法（以下「法」といいます。）は，特定非営利活動（法第２条第１項に規定する特

定非営利活動をいいます。以下同じ。）を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動

が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人（以下「NPO法人」といいます。）の認定に係る

制度を設けること等により，ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての

特定非営利活動の健全な発展を促進し，もって公益の増進に寄与することを目的としています（法１）。 

⑵ NPO法人になるための基準 

この法律に基づいて，NPO 法人になれる団体は，次のような基準に適合することが必要です（法２②，

法12①）。 

ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること（法２②） 

イ 営利を目的としないものであること（利益を社員で分配しないこと）（法２②一） 

ウ 社員の資格の得喪に関して，不当な条件を付さないこと（法２②一イ） 

エ 役員のうち報酬を受ける者の数が，役員総数の３分の１以下であること（法２②一ロ） 

オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと（法２②二イ・ロ） 

カ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦，支持，反対することを目的とするものでないこと 

 （法２②二ハ） 

キ 暴力団でないこと，暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと（法12①三） 

ク 10人以上の社員を有するものであること（法12①四） 

２ NPO法人設立の手続 

NPO法人を設立するためには，法律に定められた書類を添付した申請書を，所轄庁に提出し，設立の認証

を受けることが必要です（法10①）。提出された書類の一部は，受理した日から１カ月間，公衆の縦覧に供

することとなります（法10②）。 

所轄庁は，申請書の受理後３カ月以内（所轄庁の条例で縦覧を経過した日から２カ月より短い期間を定

めている場合には，その期間）に認証又は不認証の決定を行います(法 12②)。設立の認証後，登記するこ

とにより法人として成立することになります（法13①）。 

（注１) 申請書に添付する書類は①～⑩となります。なお，①，②，⑦，⑨及び⑩は，公衆の縦覧に供する書類に該当

します。 

① 定款 

② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 

③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

④ 住所又は居所を証する書面 

⑤ 社員のうち10人以上の者の名簿 

⑥ 上記１の⑵のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す書面 

⑦ 設立趣旨書 

⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（当分の間，収支予算書による提出も可。以下同じ。） 

（注２） NPO 法人の所轄庁は，その主たる事務所の所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市の区域内の

みに所在する場合は，当該指定都市の長）となります（法９）。 
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３ NPO法人の管理・運営 

NPO法人は，法の定めにしたがって適切な管理・運営を行わなければなりません。NPO法人の管理・運営

を行うにあたっては，特に次の点にはご留意ください。 

① 役員 

NPO 法人には，理事３人以上及び監事１人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表（注１）し，

その過半数（注２）をもって業務を決定します。役員の変更等があった場合は，所轄庁に届け出ることが必要

となります。なお，役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか，親族の数，報酬を受ける

者の数等に制限が設けられています（法15～24）。 

（注１） 定款をもって，その代表権を制限することができます。 

（注２） 定款において特別の定めを置くことができます。 

② 総会 

NPO法人は，毎事業年度少なくとも１回，通常総会を開催しなければなりません（法14の２）。 

③ その他の事業 

NPO 法人は，特定非営利活動に係る事業に支障がない限り，特定非営利活動以外の事業（以下「その他

の事業」という。）を行うことができます。その他の事業で利益を生じた場合は，その利益を特定非営利

活動に係る事業のために使用しなければなりません。また，その他の事業に関する会計を特定非営利活動

に係る会計から区分しなければなりません（法５）。 

④ 事業報告書等 

毎事業年度初めの３カ月以内に，前事業年度の事業報告書，計算書類（活動計算書（当分の間，収支計

算書による提出も可。以下同じ。），貸借対照表），財産目録などを作成し，すべての事務所に備え置くと

ともに，所轄庁に提出することが必要です。法人の会計については，正規の簿記の原則に従って会計簿を

記帳するなど，法第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません（法27～29）。 

⑤ 定款変更 

定款を変更するためには，総会の議決を経た上で，下記①～⑩に関する事項について変更を行う場合に

は，所轄庁の認証が必要です（法25③④）。 

下記①～⑩に関する事項以外の定款の変更については，所轄庁の認証は不要です。なお，この場合にも，

定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります（法25⑥）。 

（注) 定款の変更にあたり所轄庁の認証が必要となるのは，以下の①～⑩に関する事項となります。 

① 目的 

② 名称 

③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。） 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除きます。） 

⑦ 会議に関する事項 

⑧ その他の事業を行う場合における，その種類その当該その他の事業に関する事項 

⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。） 

⑩ 定款の変更に関する事項 

⑥ 合併，解散 

NPO 法人は，総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て，別のNPO 法人との合併又は解散を

行うことができます（法11③）。NPO法人が解散する場合，残余財産は，定款で定めた者に帰属しますが，

その定めがない場合は，国又は地方公共団体に譲渡するか，最終的には，国庫に帰属することとなります
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（法31～39）。 

（注） 定款で定めることができる残余財産の帰属すべき者は，①～⑥に掲げる者のうちから選定されなければなり

ません（法11③）。 

① 他の特定非営利活動法人 

② 国又は地方公共団体 

③ 公益社団法人，公益財団法人 

④ 学校法人 

⑤ 社会福祉法人 

⑥ 更生保護法人 

⑦ 監督等 

所轄庁は，法令違反等一定の場合に，NPO 法人に対して，報告を求めたり，検査を実施し，また，場合

によっては，改善措置を求めたり，設立認証を取り消すことができます。また，法に違反した場合には，

罰則が適用されることがあります（法41～43，77～81）。 

４ NPO法人格取得後の義務 

法人格取得後は，法及びその他の法令並びに定款の定めにしたがって活動しなければなりません。特に

次の点にはご留意ください。 

⑴ 事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出 

法人は，毎事業年度初めの３カ月以内に，前事業年度の事業報告書等を作成しなければなりません。

また，これらの書類は，役員名簿及び定款等と併せてすべての事務所に備え置き，社員及び利害関係人

に閲覧させるとともに，所轄庁に提出し，一般公開されることとなります（法28～30）。 

（注） 閲覧される書類は①～⑨となります。 

① 事業報告書 

② 貸借対照表（事務所への備置き及び所轄庁への提出に加えて，公告も必要となります。） 

③ 活動計算書 

④ 財産目録 

⑤ 年間役員名簿（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿） 

⑥ 社員のうち10人以上の者の名簿 

⑦ 役員名簿 

⑧ 定款 

⑨ 認証・登記に関する書類の写し 

⑵ 納税 

法人に対しては，いろいろな税金が課せられます。ここでは，一部例を挙げて説明しますが，詳細に

ついては，各税の担当部署に御相談ください。 

(ア) 国税（担当部署：管轄の税務署） 

国税である法人税については，法人税法に規定された「収益事業」（以下「収益事業」とする）(そ

の性質上その事業に附随して行われる行為を含みます。)から生じる所得に対して課税されることと

なります。 

なお，収益事業を開始した場合は，届出が必要となります。 

(イ) 地方税（法人関係税） 
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ア 法人府民税（担当部署：京都地方税機構法人税務課） 

京都府に納める税金で，法人税額に応じて課税される「法人税割」と，「収益事業」の有無や所

得の額にかかわらず一律に納税義務がある「均等割」の２種類があります。「収益事業」を行わな

い場合は，「均等割」は課税免除，「法人税割」は非課税となります。また，京都府では，「均等割」

において「収益事業」を行っていても設立３年以内であり赤字事業年度等であれば免除規定があり

ます。 

イ 法人事業税（担当部署：京都地方税機構法人税務課） 

京都府に納める税金で，税法上の収益事業から生じた所得に課税されます。 

ウ 法人市民税（担当部署：京都市行財政局市税事務所法人税務担当） 

京都市に納める税金で，法人府民税と同様，「法人税割」と「均等割」の２種類があります。収

益事業を行わない場合は，「均等割」は課税免除，「法人税割」は非課税となります。収益事業を行

う場合は，いずれも課税されます。 

エ 事業所税（担当部署：京都市行財政局市税事務所法人税務担当） 

京都市に納める税金で，床面積 1,000 ㎡を超える場合に納税が必要な「資産割」と，従業者数

100人を超える場合に納税が必要な「従業者割」があります。 

   収益事業を行わない

場合 

収益事業を行う場合

法人府民税 
均等割 ２万円 課税免除 課税（免除規定有）

法人税割 法人税額の３．２％ 非課税 課税 

法人市民税 

（※） 

均等割 ５万円 課税免除 課税 

法人税割 法人税額の９．７％ 非課税 課税 

（※）京都市以外の府内市町村における税率については，京都地方税機構法人税務課へお問い合わせ

ください。 

(注１) 法人税法上の収益事業は，物品販売業等の下記に掲げられる事業で，継続して事業場を設けて行われるもの

をいいます（法人法２十三，法人令５①）。 

物品販売業，不動産販売業，金銭貸付業，物品貸付業，不動産貸付業，製造業，通信業，運送業，倉庫業，請

負業，印刷業，出版業，写真業，席貸業，旅館業，料理店業その他の飲食店業，周旋業，代理業，仲立業，問

屋業，鉱業，土石採取業，浴場業，理容業，美容業，興行業，遊技所業，遊覧所業，医療保健業，一定の技芸

教授業，駐車場業，信用保証業，無体財産権の提供等を行う事業，労働者派遣業 

（注２） 特定非営利活動に係る事業であっても，上記(注１)に掲げる事業に該当する場合には，当該事業から生ず

る所得については法人税が課税されます。 

５ NPO法人に対する府税の優遇措置 

京都府では，特定非営利活動法人に対し，次のとおり府税の優遇措置を行っています。

⑴ 優遇措置の内容

① 府民税の均等割の課税免除

法人税法上の収益事業を行わないＮＰＯ法人については，当該事業年度分の法人府民税の均等割を免除し

ます（この場合，免除に関する申請等の手続きは不要です）。

また，法人税法上の収益事業を行うＮＰＯ法人について，次のア～エの要件のいずれかに該当する事業年

度分の法人府民税の均等割を免除します。

 ア 法人設立の日から３年以内に終了する各事業年度のうち，当該収益事業に係る所得の計算上益金の額

が損金の額を超えない事業年度（赤字事業年度） 

（参考）



7 

 イ 平成30年３月３１日までに開始する各事業年度のうち，前年度と比較して府内における常用雇用者の

総数が増加した事業年度 

 ウ 平成22年４月１日から平成30年３月31日までに開始する各事業年度のうち，府内における常用雇用

者の総数が前年度と同数かつ当該事業年度の総収入金額（＊）が前事業年度の総収入金額未満である事

業年度（＊総収入金額は，①会費・入会金 ②事業に伴う収入 ③寄附金・補助金 ④利息・配当金が

対象となります。） 

 エ 平成30 年３月 31 日までに開始する各事業年度のうち，設立後最初の事業年度で当該事業年度末日に

常用雇用者がいる場合 

  ※ 実施している事業が法人税法上の収益事業に該当するか否かは，所轄の税務署に御確認ください。 

        なお，収益事業に該当する場合は，所管の京都地方税機構又は府税事務所，府広域振興局税務室， 

      府庁税務課への届出も必要となりますのでご留意ください。 

② 不動産取得税及び自動車取得税の課税免除 

 次のア～ウの要件の全てに該当する場合は，不動産取得税及び自動車取得税を免除します。 

ア 法人設立の日から３年以内に取得したもの 

イ 定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの 

ウ 無償（寄附，贈与など）で譲り受けたもの 

  ※ 当該不動産又は自動車は譲渡者が所有していたものであることが必要です。 

(2) 免除手続 

 優遇措置の適用を受けるためには，以下のとおり課税免除の適用申請等を行う必要があります。（申請書の

様式は京都府のホームページからダウンロードできます。） 

① 府民税の均等割の課税免除 

 ア 課税免除を受けようとする事業年度終了後申告期限の30日前までに課税免除適用申請書を，京都府庁

政策企画部企画参事（中部担当・府民協働担当）付へ提出してください。添付書類は次のとおりです。 

  ● 定款の写し，調査等依頼書，常用雇用者一覧表（常用雇用者の維持・増加による課税免除を受けよう

とする場合），当該事業年度及び前事業年度の収支計算書及び総収入金額に関する書類（常用雇用者

の維持による課税免除を受けようとする場合） 

 ※ なお，常用雇用者の維持又は増加による課税免除を申請する場合は，申請時に給与台帳等常用雇用

者の維持又は増加が確認できる書類を提示してください。 

  イ 対象と認められる場合，その旨の書面を交付しますので，申告期限の日までにその書面を添付して，

京都地方税機構申告センターに申告を行ってください。 

② 不動産取得税の課税免除 

ア 不動産を取得した日から当該不動産に係る不動産取得税の納期限の 14 日前までに課税免除適用申請

書を，京都府庁政策企画部企画参事（中部担当・府民協働担当）付へ提出してください。（添付書類：

無償譲渡確認書，定款の写し，不動産の登記簿謄本，位置図，建物平面図（家屋の場合），調査等依頼

書） 

 イ 対象と認められる場合，その旨の書面を交付しますので，その書面を不動産取得税の納期限の日まで

に，所管の府税事務所又は広域振興局税務室に提出してください。 

③ 自動車取得税の課税免除 

ア 自動車を取得しようとする日の 14 日前までに課税免除適用申請書を，京都府庁政策企画部企画参事
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（中部担当・府民協働担当）付へ提出してください。（添付書類：無償譲渡確認書，定款の写し，自動

車の写真，調査等依頼書） 

イ 対象と認められる場合，その旨の書面を交付しますので，その書面を自動車取得税の申告書に添付し

て，自動車税管理事務所に申告してください。（書面の交付日から２箇月以内に申告を行わない場合，

再申請が必要になりますのでご注意ください。） 

※ いずれの税目についても，定められた時期までに申請及び申告等を行わなかった場合及び以下の場合に

は，課税免除は適用されませんのでご注意ください。 

① 府税を滞納しているとき 

② 過去３年間に府民税の申告を行わなかったため，税額の決定を受けているとき 

③ 過去３年間に重加算税の賦課や重加算金の決定を受けているとき 

④ 過去３年間に特定非営利活動促進法に基づく改善命令を受けているとき 

⑤ 虚偽申請を行ったとき 
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ＮＰＯ法人は，資本金の必要もなく，他の法人格よりも比較的簡単に設立できます。

 法人格を取得すると，社会的信用が増す，任意団体では行いづらい契約等の手続きが行いやすくなるな

どのメリットがありますが，一方で，法人としての義務も発生します。

 ＮＰＯ法人の設立をお考えの方は，法人の権利と義務を十分に理解したうえで，設立準備を行ってくだ

さい。

・社会的信用が増す。

・法人名で各種契約を締結することができる。

・法人名で銀行口座の開設や借入，不動産の所有や登記ができる。

・組織を永続的に維持させることができる。

・官公庁からの委託や補助金を受けやすい場合がある。

・法人運営について総会や理事会の合意が必要となる。

・事業報告書等，各種書類の所轄庁への提出が必要となる。

・事業報告書，役員名簿等の情報公開が必要となる。

・税務申告義務がある。

・解散する際は，総会の決議及び官報への掲載（有料）等が必要となる。

ＮＰＯ法人の設立をお考えの方へ

権利（法人格取得により可能となる事項）の例

義務（法人格取得により行う必要がある事項）の例

ＮＰＯ法人設立の認証申請の前には，しなければならないことがあります。

① 設立趣旨書（法人設立の趣旨，申請に至るまでの経緯を記した書面）の作成

② 定款（法人の目的や実施する事業内容，法人の運営内容等を記した書類）の作成

③ 設立初年度及び翌年度の事業計画書の作成

④ 設立初年度及び翌年度の活動予算書の作成

 設立総会を開催し，法人設立の意思決定を行うとともに，上記①～④の書類の議決等を行います。

設立の認証申請の前にすべきこと

設立に必要な書類の作成

設立総会の開催

できましたら，設立総会前に，作成した書類の内容チェックを所轄庁に依頼してください（事前予約

が必要です）。設立総会後に法人運営上の重要事項に誤り等が判明した場合は，設立総会のやり直し

をお願いすることがあります。

所轄庁からの 

お願い！！ 
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（参考）特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）と一般社団法人との比較 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 一般社団法人 

必要な社員数 １０人以上（常時） 設立時２人以上，設立後は１人も可

社員の入会条件 不当な条件を付さないこと 制限なし

役員の人数 理事３名以上，監事１名以上 理事１名以上，監事は不設置も可

役員の親族規定 あり なし

活動内容 特定非営利活動を主目的とすること 制限なし

所轄庁への報告義務 あり なし

資本金 不要 不要

登記に必要な経費 ０円 約１１万円
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１ 設立の認証（フロー図 Ｐ19，提出書類一覧 Ｐ39） 

 

⑴  認証の申請 

イ NPO 法人を設立するためには，所轄庁の条例で定めるところにより，次の①～⑩の書類

を添付した申請書を所轄庁に提出し，設立の認証を受ける必要があります（法 10①）。 

 ① 定款 

 ② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載し

た名簿） 

 ③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

 ④ 役員の住所又は居所を証する書面 

 ⑤ 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面 

 ⑥ 確認書 

 ⑦ 設立趣旨書 

 ⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

 ⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

 ⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

（注） 申請書及び添付書類の標準的な様式例は，45 頁以降をご覧ください。 

   
 

ロ 所轄庁は，認証の申請があった場合には，遅滞なく，その旨及び次の①及び②に掲げる

事項を公告，又はインターネットの利用により公表するとともに，上記①，②，⑦，⑨，

⑩の書類は，受理した日から１カ月間，公衆の縦覧に供する必要があります（法 10②）。 

（公告等事項） 

① 申請のあった年月日 

② 申請に係る NPO 法人の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその

定款に記載された目的 
（注） なお，法の特例として，国家戦略特別区域会議が，特定非営利活動法人設立促進事業を定

めた区域計画について，内閣総理大臣の認定を受けた場合，上記の公衆の縦覧に供する期間

は２週間とされています（国家戦略特別区域法 24 の３）。 
 

ハ 提出書類に不備があるときは，その不備が所轄庁の条例で定める軽微なものである場

合に限り，補正をすることができます（申請書を受理した日から２週間に満たない場合

に限ります。）（法 10③）。 
（注） 軽微なものの例としては，内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり，かつ，客

観的に明白な誤記，誤字又は脱字に係るものなどが挙げられます。 

 

⑵ 認証の基準 

所轄庁は，NPO 法人を設立しようとする者からの申請について，次の①～④の基準に適合す

ると認められるときには，その設立を認証しなければなりません（法 12①）。 

① 設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること 

② 当該申請に係る NPO 法人が特定非営利活動（※注１）を行うことを主たる目的とし，営利

を目的としないものであって，次のイ及びロのいずれにも該当し，その活動が，次のハ～ホ

のいずれにも該当する団体であること（法２②関連） 

 イ 社員の資格の得喪に関して，不当な条件を付さないこと 

 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が，役員の総数の３分の１以下であること 

 ハ 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，及び信者を教化育成することを主たる目的とする

☞ 【平成 28 年改正点】 
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ものでないこと 

 ニ 政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを主たる目的とするものでな

いこと。（※注２） 

 ホ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれらに反

対することを目的とするものでないこと。 

 ③ 当該申請に係る NPO 法人が次のイ及びロに該当しないものであること 

  イ 暴力団 

  ロ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない

者の統制の下にある団体 

 ④ 当該申請に係る NPO 法人が 10 人以上の社員を有するものであること 

 

(注１) 特定非営利活動とは，以下の①～⑳に掲げる活動であって（法別表），不特定かつ多数のも

のの利益の増進に寄与することを目的とするものです（法２①）。 

① 保健，医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動 

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡，助言又は援助の活動 

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動（※注３） 

  （注２） 政治活動には具体的な施策を推進することは含まれません。 

（注３） ⑳は，京都府・京都市では定めていません。 

 

 

⑶ 認証又は不認証の決定 

所轄庁は，正当な理由がない限り，申請書を受理した日から３カ月以内に認証又は不認

証の決定を行い，書面により通知します。（法 12②③）。 

 
⑷ 法人成立後の届出 

設立の認証後，申請者が，主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人

が成立します（法 13①）。設立の登記は，組合等登記令に従って，設立認証の通知があった
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日から２週間以内に行う必要があります（組登令２①）。また，従たる事務所が，主たる事

務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にある場合は，従たる事務所の所在地におい

て，設立の登記の日から２週間以内に，従たる事務所の所在地の登記をする必要がありま

す（組登令 11）。 

NPO 法人は，登記により法人として成立した後，遅滞なく，当該登記をしたことを証する

登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成した財産目録を添えて，その旨を所轄庁に届け

出なければなりません（法 13②）。なお，設立の認証を受けた者が設立の認証があった日か

ら６カ月を経過しても登記をしないときは，所轄庁が認証を取り消すことがあります（法

13③）。 

 

２ 事業の報告（フロー図 Ｐ20，提出書類一覧 Ｐ40） 

NPO 法人は，所轄庁の条例で定めるところにより，毎事業年度１回，前事業年度の事業報

告書等（下表①～⑦の書類）を所轄庁に提出しなければなりません（法 29）。 

なお，所轄庁は，上記事業報告書等について，NPO 法人から３年以上にわたって提出が行

われないときは，NPO 法人の設立の認証を取り消すことができます（法 43①）。 
① 事業報告書等提出書 
② 事業報告書 
③ 活動計算書 
④ 賃借対照表 
⑤ 財産目録 
⑥ 年間役員名簿（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報

酬の有無を記載した名簿） 
⑦ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の名簿（法人にあっては，その名称及び代表

者の氏名） 
 
 

イ 貸借対照表の公告 

   NPO 法人は，前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく，次に掲げる方法のうち定款

で定める方法により，これを公告しなければなりません（法 28 の２）。 
（注１） 平成 28 年法改正により，NPO 法人の負担の軽減として，登記事項から「資産の

総額」が削除されることとなり，引き続き①法人の透明性を高め，②債権者を保護

し，取引の安全と円滑を図るための措置として，貸借対照表の公告が義務付けられ

ました。 

（注２） この規定は，公布の日（平成 28 年６月７日）から起算して２年６カ月を超えな

い範囲内において政令で定める日（平成 30 年１０月１日。以下「２号施行日」と

いいます。）以後に平成 28 年改正後の法 28①の規定により作成する貸借対照表につ

いて適用されます（平成 28 年改正法附則４①）。 
     （注３） （注２）に関わらず，NPO 法人が施行日（平成 29 年４月１日）より前に作成，

又は施行日から２号施行日の前日までの間に作成した貸借対照表のうち直近の事

業年度に係るもの（以下「特定貸借対照表」といいます。）については，次のいず

れかのときに定款で定める方法により公告しなければなりません（平成 28 年改正

法附則４②③）。 

        a ２号施行日に平成 28 年改正後の法 28 の２①の規定により作成したものとみな

して特定貸借対照表を公告する 

        b ２号施行日までに特定貸借対照表を公告する 
（注４） ２号施行日までは，特定貸借対照表の公告とともに，資産の総額の登記も必要

となります。 

 

☞ 【平成 28 年改正点】 
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（解説） 

NPO 法人は，次の①～④のうち，定款で定める方法により，作成後遅滞なく，貸借対照表を

公告しなければなりません。 

① 官報に掲載する方法（法 28 の２①一） 
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法（法 28 の２①二） 

（注） ①又は②を選択した場合は，当該貸借対照表の「要旨」を公告することで足りること

となります（法 28 の２②）。また，一度掲載することで公告となります。 
③ 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受

けることができる状態に置く措置であって，内閣府令で定めるものをとる公告の方法

をいう。）（法 28の２①三） 
（注１） 内閣府令で定めるものとは，法規第１条第１号ロに掲げる方法のうち，インターネ       

ットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置をいいます。（法規３

の２①） 
（注２） ③を選択した場合は，事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を

することができない場合の当該公告の方法として，①又は②の方法のいずれかを定め

ることができます。（法 28 の２③） 
（注３） 公告をしなければならない期間（以下「公告期間」といいます。）は，「貸借対照表

の作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」となりま

す（法 28 の２④）。 

（注４） 公告期間中，公告の中断が生じた場合において，次のいずれにも該当するときは，

その公告の中断は，当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼしません（法 28 の

２⑤）。 

     a 公告の中断が生ずることにつき NPO 法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は

NPO 法人に正当な事由があること（法 28 の２⑤一） 

     b 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の 10 分の１を超えないこと（法 28 の

２⑤二） 

     c NPO 法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨，公告の中断が生

じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと

（法 28 の２⑤三） 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置

として内閣府令で定める方法（法 28 の２①四，法規３の２②） 
（注１） 「内閣府令で定める方法」として，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法が規定されています（法規３の２②）。 

（注２） 公告期間は，「当該公告の開始後１年を経過する日までの間」となります（法規３

の２③）。 

☞ 【平成 28 年改正点】 

① 官報に掲載する方法 

② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

③ 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供

を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告

の方法をいう。） 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く

措置として内閣府令で定める方法 

ロ 貸借対照表の公告の方法 
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３ 役員変更の届出（フロー図 Ｐ20，提出書類一覧 Ｐ42） 

NPO 法人は，役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には，所轄庁に変更後

の役員名簿を添えて，役員の変更等届出書を届け出なければなりません（法 23①）。 

さらに，役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除きます。）に

は，新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所又は居所を証する書面

を所轄庁に提出する必要があります（法 23②）。 
なお，代表権を有する者の氏名，住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には，２週

間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります（組登令３①）。 

（注）「役員の氏名又は住所若しくは居所の変更」には，以下の①～⑧が該当します。 
① 新任 
② 再任 
③ 任期満了 
④ 死亡 
⑤ 辞任 
⑥ 解任 
⑦ 住所又は居所の異動 
⑧ 改姓又は改名 
 

≪参考≫ 定款による代表権の定めについて 
平成 24 年４月１日に施行された特定非営利活動促進法及び組合等登記令の改正により，

理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり，定款をもって，理事の代表権

の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には，その旨を登記しなければなりません

（組登令２，別表）。また，特定の理事（理事長等）のみが，法人を代表する旨の定款の定

めがある場合には，当該理事以外の理事を，登記する必要がなくなりました。 

(注) 定款に「理事長は，この法人を代表し，その業務を総理する。」等の規定がある場合には，理

事長のみが当該法人を代表し，それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。 

 

４ 定款の変更 

NPO 法人が定款を変更する際には，定款で定めるところにより，社員総会の議決を経なけ

ればなりません（法 25①）。社員総会の議決は，社員総数の２分の１以上が出席し，その出

席者の４分の３以上の多数をもってしなければなりません（定款に特別の定めがある場合に

は，この限りではありません。）（法 25②）。 

なお，社員総会の議決にあたり，当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなさ

れます（法 14 の９①）。 

    
 ⑴認証の申請（フロー図 Ｐ21，提出書類一覧 Ｐ39） 

イ  申請書の提出 

NPO 法人は，次の①～⑩に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には，所轄庁の条例

で定めるところにより，当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後

の定款を添付した書類を所轄庁に提出し，所轄庁の認証を受ける必要があります（法 25

③④）。 
   ① 目的 

   ② 名称 

   ③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

   ④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。） 

   ⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

全役員が再任した場合でも，役員変更等届出書の提出が必要です！ 
新任には，理事から監事又は監事から理事への役職変更も含みます！ 
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   ⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く） 

   ⑦ 会議に関する事項 

   ⑧ その他の事業を行う場合における，その種類その他当該その他の事業に関する事項 

   ⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。） 

   ⑩ 定款の変更に関する事項 

    
（注１） 当該定款の変更が，上記③及び⑧の事項に係る変更を含むものである時には，当該定

款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付

して所轄庁に提出する必要があります。 
 
 
 

ロ 認証又は不認証の決定 
 
 
 
 
 
 

ハ 登記 

認証後，NPO 法人は，目的等，登記事項に変更があった場合には，２週間以内に主たる

事務所の所在地での登記，３週間以内に従たる事務所の所在地での登記が必要となりま

す（組登令３①，組登令 11③）。 
登記完了後，NPO 法人は，定款変更登記完了提出書を所轄庁に提出する必要があります

（法 25⑦）。 
 

（注１）所轄庁の変更を伴う定款の変更がある場合には，変更前の所轄庁（旧所轄庁）を経由して

変更後の所轄庁（新所轄庁）に提出することとなります（法 26）。つまり，NPO 法人は変更

前の所轄庁に当該書類を提出することとなります。 
 

⑵届出のみが必要な場合（認証を受ける必要がない場合） 

 （フロー図 Ｐ22，提出書類一覧 Ｐ40） 

所轄庁変更を伴わない事務所の所在地の変更や役員の定数の変更などの以下のフロ

ーの①⑴～⑻に掲げる事項のみに係る変更の場合には，所轄庁の認証は不要であり，

所轄庁に対する届出のみが必要となります。この場合，条例で定めるところにより，

遅滞なく，当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添

えて，その旨を所轄庁に届け出なければなりません（法 25⑥）。また，法人は，事務所

の所在地の変更があった登記事項に変更があった場合には，２週間以内に主たる事務

所の所在地での登記，３週間以内に従たる事務所の所在地での登記が必要となります

（組登令３①，組登令 11③）。登記完了後，定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提

出する必要があります（法 25⑦）。 

 

定款の変更にあたり所轄庁に対して提出された書類の一部は，受理した日から１カ月間，

公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は，申請書の受理後３カ月以内に認証又は不

認証の決定を行います（法 25⑤）。 

☞ 【平成 28 年改正点】 
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設立の認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（２週間未満） 

申 請 者 

 

②公告及

びインタ

ーネット

の利用に

より公表 

③認証・不認証

の決定 

京 都 市 

⑴提出 
（申請） 

⑵通知 

縦
覧
期
間
１
カ
月 

３
カ
月
以
内 

軽微な補正 

市 民 

①認証申請書類の

提出 
縦覧書類 

・定款 

・役員名簿 

・設立趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

閲覧書類 

・定款 

・認証に関する書類の写し 

・登記に関する書類の写し 

・役員名簿 

・事業計画書 

・活動予算書 

・設立時の財産目録 

④設立登記（京都地

方法務局での登記） 

＝法人成立 

⑶提出 
（届出） 

（遅滞なく） 

⑥社員及び利害関

係者への閲覧 
⑤設立登記完了 

届出書の提出 

２
週
間
以
内 
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決算から事業報告までのフロー 

ＮＰＯ法人 京 都 市 

決算日 

市 民 

閲覧書類（５年間） 

・事業報告書等 

事業報告書，活動計算書， 

貸借対照表，財産目録， 

年間役員名簿，社員名簿 

④社員及び利害関

係者への閲覧 
⑴提出 
（届出） 

①総会の開催 

 事業報告 
決算承認 等 

②資産総額変更の

登記（京都地方法務

局での登記） 

役員変更の届出のフロー 

ＮＰＯ法人 

①役員変更等届出書の提出 

 役員（理事及び監事）の 

(1)新任，(2)再任，(3)任期満了， 

(4)死亡，(5)辞任，(6)解任， 

(7)住所又は居所の異動， 

(8)改姓又は改名 

変更登記（京都地方法務局での登記） 

※代表権を有しない理事（＝登記してい

ない理事）の変更の場合は手続き不要 

京 都 市 

②閲覧書類（役員名簿）

の最新化 
⑴提出 
（届出） 

③事業報告書等の

提出 

役員の変更等 

（遅滞なく） 

３
カ
月
以
内 

３
カ
月
以
内 

２
週
間
以
内 
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定款の変更認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（２週間未満） 

ＮＰＯ法人 

②公告

及びイ

ンター

ネット

の利用

により

公表 

 

①定款変更認証申請書類の

提出 

京 都 市 

縦
覧
期
間
１
カ
月 軽微な補正 

市 民 

縦覧書類 

・変更後の定款 

・事業計画書 

（事業の変更を伴う場合） 

・活動予算書 

（事業の変更を伴う場合） 

⑴提出 
（申請） 

３
カ
月
以
内 

認証申請が必要な事項 

(1)目的 

(2)名称 

(3)特定非営利活動の種類及び事業の種類 

(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更 

を伴うものに限る） 

(5)社員の資格の喪失に関する事項 

(6)役員に関する事項（定数に係るものを除く） 

(7)会議に関する事項 

(8)その他の事業の種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに 

限る） 

(10)定款の変更に関する事項 

（遅滞なく） 

閲覧書類 

・変更後の定款 

・認証に関する書類の

写し 

⑵通知 ③認証・不認証の

決定 

④社員及び利害関

係者への閲覧 

変更登記(京都地方法務局での登記) 

※登記事項の変更を伴う定款変更の

場合 

⑶提出 
（届出） 

定款の変更の登記完了

提出書の提出 

社員及び利害関係

者への閲覧 

閲覧書類 

・登記に関する書類の

写し 

２
週
間
以
内 
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定款変更の届出のフロー 

ＮＰＯ法人 京 都 市 

⑴提出 
（届出） 

定款の変更 

①定款変更届出書の提出 

届出事項 

（認証申請が必要な事項以外の事項のみの変更） 

(1)事務所の所在地の変更（所轄庁の変更を伴わない

場合に限る。） 

(2)役員の定数の変更 

(3)資産に関する事項の変更 

(4)会計に関する事項の変更 

(5)事業年度の変更 

(6)解散に関する変更（残余財産の処分に関する事項

を除く。） 

(7)公告の方法の変更 

(8)法第11条第1項各号にない事項（合併に関する事

項，職員に関する事項，賛助会員，顧問等に関す

る事項等） 

②閲覧書類（変更後の定

款）の最新化 

変更登記(京都地方法務局での登記) 

※登記事項の変更を伴う定款変更の

場合 

定款の変更の登記完了

提出書の提出 

閲覧書類（登記に関する

書類）の最新化 

⑵提出 
（届出） 

（遅滞なく） 

２
週
間
以
内 
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≪参考≫設立の認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（２週間未満） 

申 請 者 

② 

インター

ネットの

利用によ

り公表 

③認証・不認証

の決定 

④設立登記（主たる

事務所の所在地での

登記）＝法人成立 

⑤従たる事務所の所在

地での登記 

 

⑥社員及び利害関

係者への閲覧 

京 都 市 

⑴提出 
（申請） 

⑵通知 

⑶提出 
（届出） 

縦
覧
期
間
１
カ
月 

３
カ
月
以
内 

軽微な補正 

（２週間以内） 

（２週間以内） 

市 民 

①認証申請書類の

提出（提出書類は

P15参照） 

縦覧書類 

・定款 

・役員名簿 

・設立趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

閲覧書類 

・定款 

・役員名簿 

・事業計画書 

・活動予算書 

・設立の時の財産目録 

・認証に関する書類の写し 

・登記に関する書類の写し 
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第３章 管理・運営 
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１ NPO 法人の情報公開 
 

 

NPO 法人は，毎事業年度の初めの３カ月以内に，所轄庁の条例で定めるところにより，下記「閲

覧又は謄写のできる書類」表に掲げた事業報告書等を作成し，その作成の日から起算して５年が

経過した日を含む事業年度の末日までの間，その NPO 法人のすべての事務所に備え置かなければ

なりません（法 28①）。【そのうち，貸借対照表については，作成後，遅滞なく公告しなければ

なりません（法 28の２①）】※平成２９年３月３１日以後に開始した事業年度に関する書類です。 

また，役員名簿並びに定款等（定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し）をその NPO

法人のすべての事務所に備え置かなければなりません（法 28②）。 

これらの書類は，正当な理由がある場合を除いて，その社員及び利害関係人に閲覧させなけ

ればなりません（法 28③）。 

一方，所轄庁は，NPO 法人から提出を受けた事業報告書等（閲覧をする日から５年以内に提出

を受けたものに限ります。），役員名簿又は定款等について，閲覧又は謄写の請求があったとき

は，所轄庁の条例で定めるところにより，これを閲覧させ，又は謄写させなければなりません

（法 30）。 

 

 

このほか，NPO 法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため，内

閣府総理大臣と所轄庁に対して，NPO 法人の活動状況等に関するデータベースの整備を図り，イ

ンターネット等の利用を通じて国民への迅速な情報を提供できるよう必要な措置を講ずる旨規

定されています（法 72）。また，所轄庁及び NPO 法人に対して，NPO 法人の活動状況等の情報を

内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより，当該情報の積極的な公表に努め

るよう規定されています（法 72 の２）。 

○ 閲覧又は謄写することができる書類 

書    類    名 
ＮＰＯ法人 

（閲覧） 

京都市 

（閲覧又は謄写） 

事業報告書等 

事業報告書 ○ 作
成
日
か
起
算
し
て
５
年
が
経
過
し
た
日 

を
含
む
事
業
年
度
の
の
末
日
ま
で 

○ 

過

去

５

年

分 

活動計算書 ○ ○ 

貸借対照表 ○ ○ 

財産目録 ○ ○ 

年間役員名簿(前事業年度において役員であ

った者の氏名及び住所又は居所並びに各役

員についての報酬の有無を記載した名簿) 

○ ○ 

社員のうち 10 人以上の者の氏名等を記載し
た書面 ○ ○ 

役 員 名 簿（注１）  ○ ○ 

定 款 等(注１) 

定款 ○ ○ 

認証に関する書類の写し（認証書の写し）（注

２） ○ ○ 

登記に関する書類の写し（登記事項証明書の

写し） 
○ ○ 

（注１） 「認証書の写し」には，定款変更の認証時の書類のほか，設立認証時の認証に関する書類の写しも含みます。 

（注２） 所轄庁又は NPO 法人において役員名簿又は定款等の閲覧等を行う場合には，最新のものが閲覧等の対象とな

ります。 

☞ 【平成 28 年改正点】 

☞ 【平成 28 年改正点】 
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２ NPO 法人に対する監督等 

⑴  報告及び検査 

イ  所轄庁は，NPO 法人が法令，法令に基づいてする行政庁の処分又は定款（以下「法令等」

といいます。）に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは，その業務若し

くは財産の状況に関し報告をさせることができます。また必要に応じて，職員が，当該法

人の事務所その他施設に立ち入り，その業務，財産の状況若しくは帳簿，書類その他の物

件を検査することができます（法 41①）。 
     

ロ  立入検査の手続に関する義務は，次のように定められています。 

①  所轄庁は，上記イの検査をさせる場合においては，当該検査をする職員に，法令等に

違反する疑いがあると認められる理由を記載した書面を，あらかじめ，当該 NPO 法人の

役員等に提示することとされています（法 41②）。 

② 当該検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人にこれを提示するこ

ととされており，当該検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではありません（法

41③④）。 

 

⑵  改善命令 

   所轄庁は，NPO 法人が設立認証の要件を欠くに至ったと認めるとき，その他法令等に違

反し，又はその運営が著しく適性を欠くと認めるときは，当該法人に対し，期限を定めて，

その改善のために必要な措置を取るべきことを命ずることができます（法 42）。 

 

⑶  設立の認証の取消 

イ 所轄庁は，NPO 法人が上記⑵の改善命令に違反した場合であって，他の方法により監督の

目的を達することができないとき，また NPO 法人が３年以上にわたって事業報告書等の提

出を行わないときは，当該法人の設立の認証を取り消すことができます（法 43①）。 

 
ロ 所轄庁は，NPO 法人が法令に違反した場合，上記⑵の改善命令によってはその改善を期待

することができないことが明らかであり，かつ，他の方法により監督の目的を達すること

ができないときは，改善命令を経ないでも，当該法人の認証を取り消すことができます（法

43②）。 

 

ハ  設立認証の取消しに係る聴聞手続公開の努力義務等について，次のように定められてい

ます(法 43③④)。 

①  認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は，当該 NPO 法人から請求があったとき

は，公開により行うよう努めることとされています。 

② 所轄庁は，①の請求があった場合，聴聞の期日における審理を公開により行わないと

き，当該 NPO 法人に対し，公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければな

らないものとされています。 
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  罰 則 

法の規定に違反した場合には，以下のイ～ハの罰則が設けられています。 
イ 50 万円以下の罰金 

次の①及び②に該当する者は，50万円以下の罰金に処せられます。 

① 正当な理由がないのに，上記⑵改善命令の規定に違反してその命令に係る措置を採

らなかった者（法 78①一） 

② 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む）の代表者若し

くは管理人又は法人若しくは人の代理人，使用人その他従業者が，その法人又は人の

業務に関して，上記①の違反行為をした場合に，行為者，またその法人等（法 79①） 

 

  ロ 20 万円以下の過料 

以下の①～⑩のいずれかに該当する場合においては，NPO 法人の理事，監事又は清算人

は，20 万円以下の過料に処せられます（法 80）。 

   ① 組合等登記令に違反して，登記を怠ったとき（法 80 一） 

② 法人の成立時の財産目録の作成，備置きの規定（法 14）に違反して，財産目録を

備え置かず，又はこれに記載すべき事項を記載せず，若しくは不実の記載をしたとき

（法 80 二） 

③ 所轄庁への役員変更等の届出（法 23①），定款変更の届出（法 25⑥）の規定に違反

して，届出をせず，又は虚偽の届出をしたとき（法 80 三） 

④ 事業報告書等（P153 参照），役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及び登記に

関する書類の写し）の備置きの規定（法 28①②）に違反して，これを備え置かず，

又はこれに記載すべき事項を記載せず，若しくは不実の記載をしたとき（法 80 四） 

⑤ 定款の変更に係る登記事項証明書の届出（法 25⑦），事業報告書等の提出（法 29）

の規定に違反して，これらの書類の提出を怠ったとき（法 80 五） 

⑥ 理事又は清算人が破産手続き開始の申立て及び公告の規定（法 31 の３②，法 31

の 12①）の規定に違反して，破産手続き開始の申し立てをしなかったとき（法 80六） 

⑦ NPO 法人が貸借対照表の公告（法 28の２）の規定に違反して若しくは清算人が法

人の債権者に対する債権申出の催告等（法 31の 10①）及び破産手続開始の申立てに

関する公告（法 31 の 12①）の規定に違反して，公告をせず，又は不正の公告をした

とき（法 80 七） 

⑧ NPO 法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの貸借対照表及び財産目録の作成，

備置きの規定（法 35①）に違反して，書類の作成をせず，又はこれに記載すべき事

項を記載せず，若しくは不実の記載をしたとき（法 80 八） 

⑨ NPO 法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの債権者に対する公告・催告，債権

者の異議に対する弁済等の規定（法 35②，36②）に違反したとき（法 80 九） 

⑩ 上記⑴の報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は検査を拒み，妨げ，若しくは

忌避したとき（法 80 十） 

 

ハ 10 万円以下の過料 

NPO 法人以外の者が，その名称中に，「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文

字を用いた場合には，10 万円以下の過料に処せられます（法 81）。 
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第４章 合併，解散 
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１ ＮＰＯ法人の合併（フロー図 Ｐ34，提出書類一覧 Ｐ43） 

ＮＰＯ法人は，社員総会の決議により，他のＮＰＯ法人と合併することができます(法33)。社員総会にお

いて合併の決議がなされたＮＰＯ法人は，社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を所轄庁に提出し，認

証を受けなければなりません（法34）。 
所轄庁から合併の認証を受けたＮＰＯ法人は，その認証の通知のあった日から２週間以内にその債権者

に対して，合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告するとともに，貸借対照表及び財産

目録を作成し，債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間，事務所に備え置く必要があ

ります（法35）。 
法人の成立の時期については，合併の認証その他合併に必要な手続きが終了した日から２週間以内に，

合併により設立したＮＰＯ法人又は合併後存続するＮＰＯ法人の主たる事務所の所在地において登記をす

ることによって効力を生じることとなります（組登令８）。 
 （注）「一定の期間内」の期間は，２箇月を下回ってはなりません。（法35②） 

 
２ ＮＰＯ法人の解散・清算（フロー図 Ｐ35，提出書類一覧 Ｐ44） 

⑴  ＮＰＯ法人の解散 

イ  ＮＰＯ法人は次の①～⑦に掲げる事由によって解散します（法31①）。 

① 社員総会の決議 

② 定款で定めた解散事由の発生 

③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

④ 社員の欠亡 

⑤ 合併 

⑥ 破産手続開始の決定 

⑦ 設立の認証の取消し 

      （注）社員総会における解散の決議には，総社員の４分の３以上の賛成が必要です。ただし，定款に別段の定め

があるときは，この限りではありません。 

 

ロ 上記の解散事由のうち③の事由により解散する場合には，その事由を証する書面を所轄庁に提出し，
所轄庁から認定を受けることが必要となります（法31②③）。 

 
ハ 清算人は，上記解散事由のうち①，②，④又は⑥の事由により解散した場合には，遅滞なくその旨
を所轄庁に届け出なければなりません（法31④）。 

 
ニ 解散後，清算中のＮＰＯ法人は，清算の目的の範囲内において，その清算の結了に至るまでは存続
するものとみなされます（法31の４） 

 

⑵  清算の結了手続 

ＮＰＯ法人が解散したときは，定款に別段の定めがあるとき，社員総会において理事以外のものを選

任したとき，破産手続開始の決定による解散の場合を除き，理事が清算人となり，主たる事務所の所在

地を管轄する地方裁判所の監督により，①～⑤の清算業務を行うこととなります（法31の５，法31の

９，法32の２①）。 
   ① 現務の結了 

   ② 債権の取立て及び債務の弁済 

   ③ 残余財産の引渡し 

   ④  債権の申出の公告と催告 

   ⑤ 公告と催告により判明した債務の分配 

   (注) 債権の申出の公告は，解散後，遅滞なく，少なくとも１回，官報に掲載して行う必要があります（法31の10 

①④）。清算人は，清算結了後，清算結了の登記を行い，当該ＮＰＯ法人の法人格が消滅することとな

ります。また，清算人は登記を行った後，その旨を所轄庁に届け出なくてはなりません（法32の３）。 
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合併の認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（１箇月未満） 

ＮＰＯ法人 

 

 

②公告 

 

①合併認証申請書類の提出 

京 都 府市 

軽微な補正 

市 民 

縦覧書類 

・定款 

・役員名簿 

・合併趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

⑴提出 
（申請） 

（遅滞なく） 

⑵通知 
③認証・不認証の

決定 

⑦社員及び利害

関係者への閲覧 

④債権者への公告・催告

等 

・貸借対照表及び財産目録の
作成及び事務所への備置
き 

・合併に異議を述べることが
できる旨の公告及び催告 

⑤設立登記（京都地

方法務局での登記） 

＝法人成立 

⑶提出 
（届出） 

⑥設立登記完了 

届出書の提出 

閲覧書類 

・定款 

・認証に関する書類の写し 

・登記に関する書類の写し 

・役員名簿 

・事業計画書 

・活動予算書 

・財産目録 

四
箇
月
以
内 

縦
覧
期
間
二
箇
月 

二
週
間
以
内 

二
箇
月
以
上 

二
週
間
以
内 
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総会における解散の決議から清算結了までのフロー 

※清算人（一般に理事が就任する）は，法人格を

消滅させるため，以下の業務を行うこととなる。 
①現務の結了 
②債権の取立て・弁済を行う 
③債権の申出の公告と催告を、官報に掲載して２

カ月以内に行う。 
④公告と催告により判明した債務の分配を完了す

る 

届出の受理 

解散及び清算の登記が 

されたことを確認 

届出の受理 

（法人格の消滅を確認） 

ＮＰＯ法人 京 都 府・市 

⑤京都地方法務局において清算

が結了した旨の登記を行う 

④京都地方裁判所の監督による

清算業務を行う 

③解散届出書及び清算人就任届

出書の提出 

⑴提出 
（届出） 

⑵提出 
（届出） 

⑥清算結了届出書の提出 

① 社員総会において解散を 

決議する 

②京都地方法務局において解散

及び清算人の登記を行う 
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第５章 提出書類一覧 
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１ 設立時に提出する書類 

［設立認証申請時］ 
 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

◆設立認証申請書 １ §１０（１） §3（１）  §２ ４７ 

  ・定款 ２ 
（１部は縦覧用） §１０（１）①  §3  ４８ 

  ・役員名簿 

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員
についての報酬の有無を記載した名簿） 

２ 
（１部は縦覧用） 

§１０（１）②イ 
 §3  ５９ 

  ・就任承諾及び誓約書の謄本 
（各役員が法第２０条各号に該当しないこと 
及び法第２１条の規定に違反しないことを 
誓約し，並びに就任を承諾する書面の謄本） 

１ §１０（１）②ロ 
   ６０ 

  ・各役員の住所又は居所を証する書面 

   ※本籍地の記載は不要 
１ §１０（１）②ハ §3（2），（３）    

  ・社員のうち１０人以上の者の名簿 １ §１０（１）③    ６１ 

  ・確認書 １ §１０（１）④    ６２ 

  ・設立趣旨書 ２ 
（１部は縦覧用） §１０（１）⑤  §3  ６３ 

  ・設立についての意思の決定を証する議事録 

     の謄本 １ §１０（１）⑥    ６４ 

・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業
計画書 

２ 
（１部は縦覧用） §１０（１）⑦  §3  ６６ 

  ・設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動 

   予算書 
２ 

（１部は縦覧用） §１０（１）⑧  §3  ７０ 

 
 

     ◆補正書（※） １ §１０（３） §３（４） §5 §3 ７８ 

 （※）補正書には，補正後の書類を添付してください。なお，申請時に２部必要な書類（定款等）について補正 

した場合は，補正書の添付資料としても２部必要です。 

 
［法人成立後］ 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆設立登記完了届出書 １ §１３（２）   §４ ７９ 

  ・登記事項証明書 １ §１３（２）  §６（１）   

  ・登記事項証明書の写し 
１ 

（閲覧用）    §６（１）   

  ・設立時の財産目録 
２ 

（１部は閲覧用） 
§１３（２）  §６（２）  ８０ 
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２ 事業年度終了後に提出する書類 
 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆事業報告書等提出書 １ §２９   §８ ８２ 

・事業報告書 
２ 

（１部は閲覧用） §２９  §１１  ８３ 

・活動計算書 

 

※収支計算書 

２ 
（１部は閲覧用） 

§２９  

§１１ 

 

８５ 
又は 収支計算書（経過措置） 附則§６（２），（３）  

 

・貸借対照表 
２ 

（１部は閲覧用） 
§２９  §１１  ８９ 

・財産目録 
２ 

（１部は閲覧用） 
§２９  §１１  ９０ 

・年間役員名簿 

 （前事業年度において役員であったことがあ

る者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事

業年度における報酬の有無を記載した名簿） 

２ 
（１部は閲覧用） 

§２９  §１１  １０６ 

・社員のうち１０人以上の者の名簿 

 （前事業年度の末日における社員のうち１０

人以上の者の氏名（法人にあっては，その名

称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記

載した書面） 

２ 
（１部は閲覧用） 

§２９  §１１  １０７ 
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３ 変更等があった際に提出する書類 

 
Ⅰ 定款変更認証申請 

［定款変更認証申請時］ 
 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 
法律 条例 細則 要綱 

 ◆定款変更認証申請書 １ §２５（４） §４（１）  §６（１） １０９ 

  ・定款変更を議決した総会の議事録の謄本 １ §２５（４）    １１０ 

  ・変更後の定款 
２ 

（１部は縦覧用） §２５（４）  §９（１）   

事
業
の
変
更
を
伴
う

定
款
の
変
更
の
場
合 

・定款変更をする日を含む年度及び翌年度

の事業計画書 

２ 
（１部は縦覧用） 

§２５（４）  §９（１）  １１２ 

・定款変更をする日を含む年度及び翌年度

の活動予算書  
２ 

（１部は縦覧用） 
§２５（４）  §９（１）  １１４ 

所
轄
庁
の
変
更
を
伴
う
定
款
の
変
更
の
場
合 

・役員名簿             
（役員の氏名及び住所又は居所並びに各
  役員についての報酬の有無を記載した
  名簿） 

２ 
（１部は縦覧用） 

§２６（２）  §９（１）  ５９ 

・確認書 １ §２６（２）    ６２ 

・直近の事業報告書等（３６頁参照） 

事業報告書 

活動計算書（又は収支計算書） 

貸借対照表 

財産目録 

年間役員名簿 

社員のうち10人以上の者の名簿 

（設立後，事業報告書等が作成されるまで 

の間は）     （３５頁参照） 

設立時の事業計画書 

設立時の活動予算書 

設立時の財産目録 

２ §２６（２）  §９（１）   

（※）主たる事務所を市外へ移転される場合は移転先の所轄庁の，市外に従たる事務所を構える場合は京都府の認

  証がそれぞれ必要となります。 

◆補正書（※） １ §25（5） §４（２） §5 §3 １１８ 

（※）補正書には，補正後の書類を添付してください。なお，申請時に２部必要な書類（定款等）について補正 

した場合は，補正書の添付資料としても２部必要です。 

 
［登記完了後］（登記事項の変更を伴う定款変更の場合に限る。） 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 
参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆定款の変更の登記完了提出書 １ §２５（７）   §７ １１９ 

  ・登記事項証明書 １ §２５（７）  §１０   

  ・登記事項証明書の写し 
１ 

（閲覧用）    §１０   
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Ⅱ 定款変更届 
[定款変更届出書提出時］ 

 

提出書類（添付書類） 
部 数 

根拠法令等 
参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆定款変更届出書 

  
１ §２５（６） §４（３）  §６（２） １２０ 

  ・定款変更を議決した総会の議事録の謄本 １ §２５（6）    １２１ 

  ・変更後の定款 
２ 

（１部は閲覧用） §２５（6）  §９（２）   

 

［登記完了後］（登記事項の変更を伴う定款変更の場合に限る。） 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 
参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆定款の変更の登記完了提出書 １ §２５（７）   §７ １１９ 

  ・登記事項証明書 １ §２５（７）  §１０   

  ・登記事項証明書の写し 
１ 

（閲覧用）    §１０   

 

 
Ⅲ 役員変更 

 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆役員変更等届出書 

（役員（理事及び監事）の新任，再任，任期満
了，死亡，辞任，解任，住所又は居所の変更，
改姓又は改名） 

１ §２３（１）  §８（１） §５ １２２ 

 ・変更後の役員名簿 
２ 

（１部は閲覧用） 
§２３（１）  §８（２）  ５９ 

新
任
の
役
員
（
再
任
を 

除
く
。
）
の
み 

 ・就任承諾及び誓約書の謄本 
（各役員が法第２０条各号に該当しない 
こと及び法第２１条の規定に違反しな 
いことを誓約し，並びに就任を承諾する
書面の謄本） 

１ §２３（２） 
   １２３ 

・各役員の住所又は居所を証する書面 

 ※本籍地の記載は不要 
１ §２３（２） §3（2），（３）    
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Ⅳ 合併 

［合併認証申請時］ 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆合併認証申請書 １ §３４（４） §７（１）  §１４ １２４ 

  ・合併の議決をした総会の議事録の謄本 １ §３４（４）     

   ・定款 
２ 

（１部は縦覧用） §３４（５）  §３   

   ・役員名簿 
（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員
についての報酬の有無を記載した名簿） 

２ 
（１部は縦覧用） 

§３４（５）  §３  ５９ 

  ・就任承諾及び誓約書の謄本 
（各役員が法第２０条各号に該当しないこと 
及び法第２１条の規定に違反しないことを
誓約し，並びに就任を承諾する書面の謄本） 

１ §３４（５）    １２３ 

  ・各役員の住所又は居所を証する書面 

   ※本籍地の記載は不要 
１ §３４（５） §７（２）    

  ・社員のうち１０人以上の者の名簿 １ §３４（５）    ６１ 

  ・確認書 １ §３４（５）    ６２ 

  ・合併趣旨書 
２ 

（１部は縦覧用） §３４（５）  §３  （６３） 

  ・合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業 

   計画書 

２ 
（１部は縦覧用） §３４（５）  §３  （６６） 

  ・合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動 

   予算書 

２ 
（１部は縦覧用） §３４（５）  §３  （７０） 

 
 

     
◆補正書（※） １ §３４（５） §７（２） §5 §3 １１８ 

（※）補正書には，補正後の書類を添付してください。なお，申請時に２部必要な書類（定款等）について補正 

した場合は，補正書の添付資料としても２部必要です。 

 
［登記完了後］ 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆合併登記完了届出書 １ §３９（２）   §１５ １２５ 

  ・登記事項証明書 １ §３９（２）  §６（１）   

  ・登記事項証明書の写し 
１ 

（閲覧用）    §６（１）   

  ・合併当初の財産目録 
２ 

（１部は閲覧用） §３９（２）  §６（２）  （８０） 
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Ⅴ 解散 

提出書類（添付書類） 部 数 

根拠法令等 

参照頁 

法律 条例 細則 要綱 

 ◆解散認定申請書 

 （目的とする事業の成功の不能認定） 
１ §３１（2）  §１３ §９ １２６ 

  ・事業の成功の不能を証する書面（様式自由） １ §３１（３）     

 ◆解散届出書 

 （総会決議，定款で定めた解散事由．社員の欠 

  亡，破産手続開始の決定による解散の場合） 
１ §３１（４）  §１４ §１０ １２７ 

  ・解散及び清算人の登記を示す登記事項証明 

   書 １   §１４   

 ◆清算人就任届出書 

（清算中に就任した場合） １ §３１の８  §１５ §１１ １２８ 

  ・清算人の登記を示す登記事項証明書 １   §１５   

 ◆残余財産譲渡認証申請書 

 （定款に残余財産を帰属すべき者の規定がな 

  い場合） 

１ §３２（2）  §１６ §１２ １２９ 

 ◆清算結了届出書 １ §３２の３  §１７ §１３ １３０ 

   ・清算結了の登記を示す登記事項証明書 １   §１７   

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

第６章 各種様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・用紙は，Ａ４・縦長としてください。 

・京都市に申請する場合の様式等をお示ししています。他の所轄庁に

申請する場合は，様式等が異なる場合がありますので，御注意くだ

さい。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

○○年○○月○○日 

（宛先）京都市長 

 

申請者 住所又は居所 京都市○○区… 

氏名   ○○ ○○      印 

電話番号 ０７５－○○○ー○○○○ 

 

設立認証申請書 

 

特定非営利活動促進法第１０条第１項の規定により，下記のとおり特定非営利活動法人を設立すること

について認証を受けたいので，申請します。 

 

記 

 

１ 特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人○○○○ 

 

 

 

 

 

 

２ 代表者名        △△△△ 

 

 

３ 主たる事務所の所在地  京都市○○区○町○丁目○番地 

 

 

 

４ 定款に記載された目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

申請書の提出年月日を記載する 

定款の記載と完全に一致させる 

名称の登記には，日本文字，ローマ字，アラビア数字の他，符号と

して，アンパサンド「＆」，アポストロフィー「’」，コンマ「，」，ハ

イフン「－」，ピリオド「．」及び中点「・」を用いることができる 

なお，括弧やカギ括弧等は用いることができない 

定款の記載と完全に一致させる 

理事（理事長）の氏名を記載する 

監事の氏名を記載してはならない 

事務所の所在地は，町名及び番地まで記載する 

従たる事務所がある場合は，（）書きで補記する 
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特定非営利活動法人 定款例 
 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○町

○○丁目○番○号に置く。 

２ この法人は、前項のほか、その他の事務所を○○県○

○市○○町○○丁目○番○号、…に置く。 

 

 

 

 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、［ ① ］に対して、［ ② ］に関する

事業を行い、[ ③ ]に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲

げる種類の特定非営利活動を行う。 

 (1) 

 (2) 

 

 

 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の

事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

② ○○○○○事業 

 

(2) その他の事業 

  ① △△△△△事業 

② △△△△△事業 

   

 

 

 ＜第 条＞と下線を付した条は、

法に定める必要的記載事項である。

それ以外の条文は、法人の任意によ

る記載事項である。 

 

＜第１条＞…必要的記載事項（法 11

①二） 

（「ＮＰＯ法人」でも可） 

 

＜第２条＞…必要的記載事項（法 11

①四） 

注：「主たる事務所」と「その他の事

務所（＝従たる事務所）」を明確に

区分した上で、設置する事務所を

すべて記載する。ただし、記載が

必要となるのはそれぞれの事務所

所在地の最小行政区画まででよ

く、それ以下の住所は任意的記載

事項である。 

 

 

＜第３条＞…必要的記載事項（法 11

①一） 

注：特定非営利活動を行うことを主

たる目的とした法人であること等

を明らかにする必要がある。例え

ば、目的には、① 受益対象者の範

囲、② 主要な事業、③ 法人の事

業活動が社会にもたらす効果（ど

のような意味で社会の利益につな

がるのか）や法人としての最終目

標等を具体的かつ明確に伝わるよ

うに記載する。 

 

＜第４条＞…必要的記載事項（法 11

①三） 

注：法の別表に掲げる活動の種類の

うち、該当するものを選択して記

載する（複数の種類の選択も可

能）。 

 

 

＜第５条＞…必要的記載事項（法 11

①三及び十一） 

参考：法５ 

注１：第１項…法人が行う具体的な

事業の内容を記載する。その際、

「特定非営利活動に係る事業」と

「その他の事業」の内容は明確に

区分しなければならない。 

注２：「その他の事業」を行わない場

合は、「この法人は、第３条の目的

を達成するため、次の特定非営利
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２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業

に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、

同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

第３章 会員 

 

 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の【  】種とし、正会員

をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上

の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会

した個人及び団体 

 

 

 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定め

る入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事

長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら

ない。 

３ 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やか

に、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費

を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したと

き。 

(3) 継続して【  】年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

活動に係る事業を行う」旨を記載

し、第１項第２号及び第２項の記

載を要しない。 

注３：「特定非営利活動に係る事業」

において、付随的な事業を行う場

合には、「その他この法人の目的を

達成するために必要な事業」旨を

記載する。ただし、「その他の事業」

ではこの旨の記載はできない。 

参考：第２項…法５① 

 

 

 

＜第３章＞…社員の資格の得喪に関

する事項は必要的記載事項（法 11

①五） 

参考：法２②一イ 

 

＜第６条＞ 

注１：ここでいう「社員」とは、社

団の構成員のことで、総会議決権

を有する者が該当する。 

注２：賛助会員等、正会員以外の会

員種別を定める場合は、正会員と

それ以外の会員を区別して、第２

号以降にその旨を記載する。ただ

し、正会員（社員）以外の会員種

別を定款で定めるかどうかは、法

人の任意的記載事項。 

 

＜第７条＞ 

注１：第６条において、正会員以外

の会員について定める場合は、正

会員とそれ以外の会員を区別して

記載することもできる（以下、第

11 条まで同じ。）。正会員以外につ

いては任意的記載事項。 

注２：社員（正会員）以外の会員の

入会については、任意の条件を定

めることができるが、社員（正会

員）の資格取得については、不当

な条件を付けてはならない。（法２

②一イ） 

 

＜第８条＞ 

注：入会金又は会費の設定がない場

合は、記載を要しない。 

 

＜第９条＞ 

 

 

 

 

注：第４号…除名を資格喪失の条件

とする場合は、除名に関する規定

を置く（第 11条参照）。 
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（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提

出して、任意に退会することができる。 

 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

総会の議決により、これを除名することができる。この

場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな

ければならない。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を

したとき。 

 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第 12 条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理事 ○○人 

(2) 監事 ○○人 

２ 理事のうち、１人を理事長、【  】人を副理事長とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（選任等） 

第 13 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶

者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又

は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役

員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはな

らない。 

４  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができ

ない。 

 

（職務） 

第 14 条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理す

る。 

２ 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この

法人を代表しない。 

３  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき

又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

４  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会

の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５  監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又

は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実があることを発見した場合には、こ

 

＜第 10 条＞ 

注：退会が任意であることを明確に

する。任意に退会できない場合な

どは法に抵触する。 

 

＜第 11 条＞ 

注：総会の議決以外に理事会の議決

やその他の機関の議決でも構わな

い。 

 

 

 

 

＜第４章＞…役員に関する事項は必

要的記載事項（法 11①六） 

 

＜第 12 条＞ 

注１：第１項…理事の定数は３人以

上、監事の定数は１人以上としな

ければならない（法 15）。 

注２：「理事」及び「監事」を明確に

区分する。なお、役員の定数は「○

○人以上○○人以下」というよう

に上限と下限を設けることもでき

る。 

注３：第２項…職名は、理事長、副

理事長以外の名称を使用すること

もできる。 

 

＜第 13 条＞ 

注１：第１項…総会以外で役員を選

任することも可能。 

注２：第３項…法律上は、理事・監

事が６人以上の場合に限り、配偶

者もしくは三親等以内の親族を１

人だけ役員に加えることができる

（法 21）。 

参考：第４項…法 19 

 

 

＜第 14 条＞ 

注１：第１項…理事長のみが法人の

代表権を有する場合に記載する。

理事長以外にも法人を代表する理

事がいる場合には、例えば「理事

全員は、この法人を代表する。」、

「理事長及び常務理事は、この法

人を代表する。」というような記載

をすること。（法 16）。 

注２：第２項…理事長以外の理事が

代表権を有しない場合には、第１

項に加えてその旨を明記すること

が望ましい。 

注３：第３項…副理事長が１人の場

合は、「理事長があらかじめ指名し
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れを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を

招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況

について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集

を請求すること。 

 

（任期等） 

第 15 条 役員の任期は、【  】年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されてい

ない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで

その任期を伸長する。 

３  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、

それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就

任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（欠員補充） 

第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超え

る者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければな

らない。 

 

（解任） 

第 17 条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

総会の議決により、これを解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与え

なければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められると

き。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくな

い行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 18 条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬

を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁

償することができる。 

３  前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。 

 

（職員） 

第 19 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

た順序によって、」という記載を要

しない。 

 

参考：第５項…法 18 

注４：監事は代表権を有しない。 

 

 

 

＜第 15 条＞  

注１：第１項…必要的記載事項（法

24①（役員任期は２年以内におい

て定款で定める期間とする。）） 

注２：第２項…法人運営の円滑化を

図るため、第 13 条において役員を

総会で選任する旨を明記している

場合に限り、法 24②の規定に基づ

き、任期伸長規定を置くことがで

きる。 

注３：第４項…役員が存在しない期

間が生じた場合、法人が損害を被

るおそれもあることから、前任者

は、辞任又は任期満了後において

も応急的に業務執行義務を負うも

のとされている。しかし、新たな

権限の行使まで認められるもので

はないから、至急後任者を選任す

る必要がある。なお、この規定を

根拠に２年を超えて役員任期を伸

長することはできない。 

 

＜第 16 条＞ 

参考：法 22 

 

 

 

＜第 17 条＞ 

注：役員の解任は総会の議決の他、

理事会の議決やその他の機関の議

決でも構わない。 

 

 

 

 

 

 

＜第 18 条＞ 

参考：第１項…法２②一ロ 

 

 

注：第３項…総会以外に理事会等の

機関の議決でも構わない。 
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第５章 総会 

 

（種別） 

第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種

とする。 

 

（構成） 

第 21 条  総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 22 条  総会は、以下の事項について議決する。 

(1)  定款の変更 

(2)  解散 

(3) 合併 

(4)  事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5)  事業報告及び活動決算 

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

  (8)  借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短

期借入金を除く。第 48 条において同じ。）その他新た

な義務の負担及び権利の放棄 

(9)  事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第 23 条  通常総会は、毎事業年度【  】回開催する。 

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の【  】分の【  】以上から会議の

目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。 

(3) 第 14 条第５項第４号の規定により、監事から招集

があったとき。 

 

（招集） 

第 24 条  総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長

が招集する。 

２  理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による

請求があったときは、その日から【  】日以内に臨時

総会を招集しなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の５

日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 25 条  総会の議長は、その総会において、出席した正会

員の中から選出する。 

   

（定足数） 

第 26 条 総会は、正会員総数の【  】分の【  】以上

の出席がなければ開会することができない。 

 

 

 

 

 

＜第５章>…会議に関する事項は必

要的記載事項（法 11①七） 

 

＜第 20 条＞ 

参考：法 14 の２及び法 14 の３ 

 

 

 

 

 

＜第 22 条＞ 

注：定款で理事会等に委任している

もの以外はすべて総会の議決事項

（法 14 の５）。 

なお、法定の総会議決事項（定

款変更、解散及び合併）以外の事

項については、理事会等の議決事

項とすることができる（第 31条参

照）。 

 

 

 

 

 

 

＜第 23 条＞ 

注１：第１項…少なくとも年１回通

常総会を開催する必要がある（法

14 の２）。 

参考：第２項第１号…法 14 の３① 

注２：第２項第２号…社員総数の５

分の１以上を必要とするが、定款

をもってこれを増減することは可

能（法 14の３②） 

 

＜第 24 条＞ 

 

 

 

 

注：第３項…総会の招集は、定款で

定めた方法により、少なくとも総

会の日の５日前までに行われなけ

ればならない(法 14の４）。 

 

 

 

 

 

＜第 26 条＞ 

注：定款変更の際の定足数は、定款

に特別の定めがない限り、社員総

数の２分の１以上である（法 25

②）。 
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（議決） 

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第３項の規定

によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席

した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案

した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す

る旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員

は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表

決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任するこ

とができる。 

３  前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、前条第

２項、次条第１項第２号及び第 49条の適用については、

総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事

録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任

者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会

の決議があったとみなされた場合においては、次の事項

を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

 (4) 議事録の作成を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第 31 条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事

項を議決する。 

(1)  総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する 

  事項 

 

＜第 27 条＞ 

参考：第１項…法 14 の６ 

 

 

 

 

注：第３項…書面以外に電磁的記録

（法規２）による同意の意思表示

を可能とする規定を置くこともで

きる（法 14 の９①）。 

 

 

＜第 28 条＞ 

参考：第１項及び第２項…法 14の７ 

注：書面による表決に代えて、電磁

的方法による表決を可能とする規

定を置くこともできる（法 14の７

③）。（電磁的方法とは、電子情報

処理組織を使用する方法。例えば、

電子メールなどがこれに該当する

（法規１）。） 

参考：第４項…法 14 の８ 

 

 

＜第 29 条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：第３項…書面以外に電磁的記録

（法規 2）による同意の意思表示

を可能とする規定を置くこともで

きる（法 14 の９①） 

 

 

 

 

 

＜第６章＞…会議に関する事項は必

要的記載事項（法 11①七） 

 

 

 

 

＜第 31 条＞ 

注：総会の権能と整合性をとる（第

22 条参照）。 
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（開催） 

第 32 条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催す

る。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の【  】分の【  】以上から会議の目

的である事項を記載した書面をもって招集の請求が

あったとき。 

(3) 第 14 条第５項第５号の規定により、監事から招集

の請求があったとき。 

 

（招集） 

第 33 条  理事会は、理事長が招集する。 

２  理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求が

あったときは、その日から【  】日以内に理事会を招

集しなければならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及

び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の

【  】日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第 35 条  理事会における議決事項は、第 33 条第３項の規

定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事

は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表

決することができる。 

３  前項の規定により表決した理事は、前条第２項及び次

条第１項の適用については、理事会に出席したものとみ

なす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 37 条  理事会の議事については、次の事項を記載した議

事録を作成しなければならない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者に

あっては、その旨を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。 

 

 

 

 

第７章  資産及び会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 35 条＞ 

 

参考：第２項…法 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第７章＞…必要的記載事項（法 11

①八及び九） 
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（資産の構成） 

第 38 条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもっ

て構成する。 

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

(2)  入会金及び会費 

(3)  寄附金品 

(4)  財産から生じる収益 

(5)  事業に伴う収益 

(6)  その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 39 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動

に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産

の２種とする。 

 

（資産の管理） 

第 40 条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、

総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第 41 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則

に従って行うものとする。 

 

 

 

（会計の区分） 

第 42 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動

に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計

の２種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第 43 条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、

理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 44 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ

り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を

経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費

用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用と  

  みなす。 

 

（予算の追加及び更正） 

第 45 条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、

総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすること

ができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 46 条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表

及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了

後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会

の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 39 条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみ

を行う場合は、記載を要しない。 

 

 

＜第 40 条＞ 

注：総会の議決以外に、理事会等の

機関の議決でも構わない。 

 

＜第 41 条＞ 

注：「法第 27 条各号に掲げる原則」

とは、正規の簿記の原則、真実性、

明瞭性の原則及び継続性の原則を

いう。 

 

＜第 42 条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみ

を行う場合は、記載を要しない（法

５②）。 

 

＜第 43 条～第 45 条及び第 48条＞ 

注：平成 15 年の法改正により、「予

算準拠の原則」は削除されている

（法 27 一）。現行法上、予算管理

を行うか否かは法人の任意である

ことから、予算管理を行わない場

合又は内規等で予算管理を行う場

合は、記載を要しない。 
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（事業年度） 

第 47 条 この法人の事業年度は、毎年【  】月【  】

日に始まり翌年【  】月【  】日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ

その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしよう

とするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第８章  定款の変更、解散及び合併 

 

 

（定款の変更） 

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会

に出席した正会員の【  】分の【  】以上の多数に

よる議決を経、かつ、法第 25条第３項に規定する事項に

該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解散） 

第 50 条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不 

  能 

(3) 正会員の欠亡 

(4)  合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

(7) 

 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、

正会員総数の【  】分の【  】以上の承諾を得なけ

ればならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の

認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第 51 条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定に

よる解散を除く。）したときに残存する財産は、法第 11

条第３項に掲げる者のうち、【○○○】に譲渡するものと

する。 

 

 

 

 

 

＜第 47 条＞…必要的記載事項（法

11①十） 

 

 

 

 

 

 

＜第８章＞…定款の変更と解散に関

する事項は必要的記載事項（法 11

①十二及び十三） 

 

＜第 49 条＞ 

参考：法 25 

注１：定款変更の際には、定款に特

別の定めがない限り、社員総数の

２分の１以上が出席し、その出席

した社員の４分の３以上の議決が

必要となる。 

注２：法 25③に規定する以外の事項

は、事務所の所在地（所轄庁の変

更を伴わないもの）（第２条参照）、

役員の定数に関する事項（第 12

条参照）、資産に関する事項（第７

章参照）、会計に関する事項（第７

章参照）、事業年度（第 47条参照）、

残余財産の帰属すべき者に係るも

のを除く解散に関する事項（第８

章参照）、公告の方法（第９章参照）

をいう。 

 

＜第 50 条＞ 

参考：第１項…法 31① 

第１号…法 31①一 

 第２号…法 31①三 

 第３号…法 31①四 

 第４号…法 31①五  

 第５号…法 31①六  

 第６号…法 31①七 

 第７号以下…法 31①二（定款で定

めた解散事由の発生） 

注：第２項…解散の際には、定款に

特別の定めがない限り、社員総数

の４分の３以上の承諾が必要とな

る（法 31の２）。 

参考：第３項…法 31② 

 

 

＜第 51 条＞ 

参考：法 11③、法 32 

注１：【○○○】に記載する「残余財

産の帰属すべき者」は、他の特定

非営利活動法人、国又は地方公共

団体、公益財団法人又は公益社団

法人、学校法人、社会福祉法人、
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（合併） 

第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会におい

て正会員総数の【  】分の【  】以上の多数による

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

第９章  公告の方法 

 

 

（公告の方法） 

第 53 条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示す

るとともに、官報に掲載して行う。 

  ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表

の公告については、【○○○】に掲載して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更生保護法人から選定されなけれ

ばならない（法 11③）。 

注２：帰属先を定めない場合、又は

帰属先が明確でない場合は、国又

は地方公共団体に譲渡されるか国

庫に帰属されることとなる（法 32

②③）。 

 

＜第 52 条＞ 

注：定款に特別の定めがない限り、

合併の際には、社員総数の４分の

３以上の議決が必要（法第 34条）。 

 

＜第９章＞…必要的記載事項（法 11

①十四） 

 

 

＜第 53 条＞ 

注１：公告とは、第三者の権利を保

護するため、第三者の権利を侵害

するおそれのある事項について広

く一般の人に知らせることであ

る。法人の活動実態に応じて、官

報、日刊新聞やインターネットホ

ームページを選択して記載するこ

とが考えられる。 

注２：法人は、前年度の貸借対照表

の作成後遅滞なくこれを公告しな

ければならない。貸借対照表の公

告方法は以下の４つの方法から選

んで定款で定める必要がある（法

28 の２）。 

公告方法 【○○○】の記載

例 

①官報 官報 

②日刊新聞

紙 

○○県において

発行する○○新

聞 

③電子公告 ・この法人のホー

ムページ 

・内閣府 NPO 法人

ポータルサイト 

（法人入力情報

欄） 

④主たる事

務所の公

衆の見や

すい場所 

この法人の主た

る事務所の掲示

場（に掲示） 

   なお、③を選択する場合は、

事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をするこ

とが出来ない場合の公告方法とし

て①か②のいずれかを定めること

ができる（法 28 の２③）。 

注３：定款において、公告方法とし

て官報掲載を定めない場合であっ

☞ 【平成 28 年改正点】 
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第 10 章  雑則 

 

（細則） 

第 54 条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の

議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

 

２  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長     ○ ○ ○ ○ 

理事       ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

監事             ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

３  この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第１項の

規定にかかわらず、成立の日から【  】年【  】月

【  】日までとする。 

 

 

 

 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 43

条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる

ものとする。 

５  この法人の設立当初の事業年度は、第 47条の規定にか

かわらず、成立の日から【  】年【  】月【  】

日までとする。                      

６  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規

定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員入会金  ○○○円 

正会員会費   □□□円 

(2) 賛助会員入会金 一口 △△△円（一口以上） 

     賛助会員会費  一口 ▽▽▽円（一口以上） 

ても、以下の①及び②の公告につ

いては、選択した公告方法に加え、

官報に掲載して行う必要がある。 

①解散した場合に清算人が債権者

に対して行う公告（法 31の 10④） 

②清算人が清算法人について破産

手続開始の申立を行った旨の公告

（法 31 の 12④） 

 

 

 

 

 

 

 

＜附則＞ 

注１：設立当初の記載内容は、成立

後において変更しない。 

注２：第２項…必要的記載事項（法

11②） 

  役員名簿の記載内容と一致させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

注３：第３項…至年月日は、成立の

日から２年を超えてはならない。 

総会の開催時期を考慮に入れ、

役員任期の末日を事業年度の末日

の２～３ヶ月後にずらしておく

と、法人運営に支障をきたすおそ

れが少ない（第 15条注２参照）。 

 

 

 

 

 

 

注４：第６項…正会員以外の会員に

ついて定める場合は、正会員と区

別して記載する。 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 2号イ関係） 

 

 

役員名簿 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

 
理事長 
 
 
副理事長 
 
 
理事 
 
 
理事 
 
 
監事 
 
 

 
○○○○ 
 
 
□□□□ 
 
 
△△△△ 
 
 
☆☆☆☆ 
 
 
▽▽▽▽ 
 
 

 
京都市○○区…○番地○ 
 
 
京都市□□区…□番地の□ 
 
 
京都市△△区…△番△号 
 
 
京都市☆☆区…☆番地 
 
 
京都市▽▽区…▽の▽ 

 
有 
 
 
無 
  
 
無 
 
 
無 
 
 
無 

 

 
（備考） 

１ 「氏名」，「住所又は居所」，「報酬の有無」は，全ての役員について記載する。 

２ 「氏名」，「住所又は居所」の欄には，京都市特定非営利活動促進法施行条例第３条第２項に掲

げる書面（住民票等）によって証された氏名，住所又は居所を記載する。 

３ 「報酬の有無」の欄には，定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」，報酬を受けない役員

には「無」を記入する。 

４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は，３分の１以

下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。 

理事の職名を定めている場合は，

それぞれの理事について職名を

記載する 

住民票等の記載と完全に一致させる

（番地等の省略不可） 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 2号ロ関係） 

○○年○○月○○日 

特定非営利活動法人○○○○ 

設立代表者    ○○○○ 様 

 

就任承諾及び誓約書 

 

住所又は居所 京都市○○区… 

氏名   ○○ ○○         印 

 

私は，特定非営利活動法人○○○○成立の上は，理事に就任することを承諾するとともに，特定非

営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条の規定に違反しないことを誓約しま

す。 

 

（備考） 

  「氏名」，「住所又は居所」の欄には，京都市特定非営利活動促進法施行条例第３条第２項に掲

げる書面（住民票等）によって証された氏名，住所又は居所を記載する。 

 

特定非営利活動促進法第２０条の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は，特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 

三 以下の理由で罰金の刑に処せられ，その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から二年を経過しない者 

・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 

・ 刑法第２０４条［傷害］，第２０６条［現場助勢］，第２０８条［暴行］，第２０８条の３［凶器

準備集合及び結集］，第２２２条［脅迫］，第２４７条［背任］の罪を犯した場合 

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日か

ら五年を経過しない者 

五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で，設立の認証を取り消された

日から二年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

 

特定非営利活動促進法第２１条の要件 

役員のうちには，それぞれの役員について，その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて

含まれ，又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含ま

れることになってはならない。 
 

 

 

 

監事の場合は監事

と記載する 

（役員総数５人以下の場合） 配偶者若しくは三親等以内の親族は含まれることに
なってはならない 

（役員総数６人以上の場合）  配偶者若しくは三親等以内の親族は，それぞれの役
員について１人まで含まれてよい 

役員ごとの謄本を提出する 

原本は申請者が保管する 

住民票等の記載と

一致させる 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 3号関係） 

 

 

社員のうち１０人以上の者の名簿 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 
氏 名 住 所 又 は 居 所 

○○○○ 
△△△△ 

・・・・・・・・ 
・・・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（備考） 

 １ 法人等が社員となる場合は，団体名と併せて代表者氏名を記載する。 

２ 10 人以上であれば社員全員を記載する必要はない。 

社員とは，社団の構成員の意味であり，

総会で議決権を持つ者のことである 



62 
 

 

 

様式例・記載例（法第 10条第 1項第 4号関係） 

 

 

確 認 書 

 

 

特定非営利活動法人○○○○は，特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１

項第３号に該当することを，○○年○○月○○日に開催された設立総会において確認しました。 

 

 

△△年△△月△△日 

 

                                   特定非営利活動法人○○○○ 

設立代表者  住所又は居所 京都市○○区・・ 

氏   名 ○○○○    印 

 

 

 

 

 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号の要件 

 

イ 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでな

いこと 

ロ 政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと 

ハ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれらに反対するこ

とを目的とするものでないこと 

 

 

特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号の要件 

 

暴力団でないこと 

暴力団の統制下にある団体でないこと 

暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ）の統制下にある団体でないこと 

暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこと 

 

 

 

設立総会の日から申請日までの

日が入る 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 5号関係） 

 

 

設 立 趣 旨 書 

 

 

１ 趣 旨 

 
・ 定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点 

・ 法人の行う事業が不特定多数の者の利益に寄与する理由 

・ 法人格が必要となった理由 

                                        等 

 

 

 

２ 申請に至るまでの経過 

 

・ 法人の設立を発起し，申請するに至った動機や経緯 

（活動実績がある場合は，これまで取り組んできた具体的活動内容） 

                                        等 

 

 

 

 

○○年○○月○○日 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

設立代表者 住所又は居所 京都市○○区・・ 

氏  名 ○○ ○○     印 

 

 

 

設立総会の日から申請日までの

日が入る 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第６号関係） 

 

 

特定非営利活動法人○○○○設立総会議事録 

 

１ 日 時  ○○年○○月○○日 

       ○○時○○分から○○時○○分まで 

２ 場 所  ○○会館○○会議室（京都市○○区○○町○○番地） 

３ 出席者数 ○○名（うち委任状出席者数○○名） 

４ 審議事項 

 第１号議案 特定非営利活動法人○○○○設立認証申請の件 

 第２号議案 本法人が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に

該当することについて 

 第３号議案 設立当初の役員選出の件 

 第４号議案 定款の承認の件 

 第５号議案 設立当初の財産目録の件 

 第６号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件 

 第７号議案 設立の初年度及び翌年度の活動予算書承認の件 

 第８号議案 事務所の所在地の件 

 第９号議案 設立代表者の選任の件 

 第１０号議案 議事録署名人の選任の件 

 

 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

 

  議事に先立ち，議長を選出すべく全員で互選したところ，○○○○が選出された。○○○○

は議長席に着き，○○時○○分，特定非営利活動法人○○○○の設立総会の開会を宣言し，議事

に入った。 

 

 第１号議案 議長は設立趣旨書を朗読し，本法人の趣旨及び目的を説明した上で，本法人設立

に関する承認を全員に諮ったところ，全員異議なくこれを承認し，本案は可決された。 

 

 第２号議案 特定非営利活動法人○○○○が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第

１２条第１項第３号に該当することについて，満場一致で確認した。 

 

 第３号議案 議長より設立当初の役員の選任について諮り，審議の結果，理事に○○○○氏，

○○○○氏，○○○○氏，監事に○○○○氏とすることについて全員異議なく承認した。また，

理事のうち，理事長に○○○○氏，副理事長に○○○○氏とすることについても全員異議なく承

認した。 

 

 第４号議案 議長より定款案を配付し，逐条審議したところ，全員異議なくこれを承認した。 

 

 第５号議案 議長より設立当初の財産目録案を配付し，審議したところ全員異議なくこれを承

認した。 

 

 第６号議案 議長より設立初年度及び翌年度の事業計画書案を配付し，審議したところ全員異

議なくこれを承認した。 
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 第７号議案 議長より設立初年度及び翌年度の活動予算書案を配付し，審議したところ全員異

議なくこれを承認した。 

  

第８号議案 議長は，この法人の主たる事務所の所在地（及びその他の事務所の所在地）を次

のとおり定めることを示し，その承認を求めたところ，全員異議なく承認し，本案は可決された。 

主たる事務所の所在地  京都府京都市○○区○○○○○○ 

（その他の事務所の所在地  京都府京都市○○区○○○○○○） 

 

第９号議案 議長より設立代表者の選任について諮り，審議の結果，○○○○氏とすることに

ついて全員異議なく承認した。また，設立申請書類の軽微な事項の修正については，設立代表者

に一任することについて，満場一致で確認した。 

 

 

 第１０号議案  議長より，本日の議事をまとめるに当たり，議事録署名人２名を選任すること

を諮り，○○○○氏，○○○○氏を選任することについて全員異議なく承認した。 

 

 

 以上，この議事録が正確であることを証します。  

 

 

  ○○年○○月○○日 

 

 

                                           議    長 ○○ ○○  ㊞ 

                                           議事録署名人 ○○ ○○  ㊞ 

                                               同 ○○ ○○   ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 「３ 出席者数」には，書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては，その数を付記

してください。 

設立代表者以外の者が申請者となる場合は，その者を明記する 

申請書に記載する事務所の

所在地と完全に一致させる 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 7号関係「設立当初の事業年度の事業計画書」） 

 

 

設立当初の事業年度の事業計画書 

 

法人成立の日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

・設立当初の事業年度は，以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・本法人の事業内容をより多くの市民に知っていただくため，ホームページの開設準備委員会を発

足させる。 

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

１ ０ 月 に 行

う。） 

(B)地域の通学路

や駅周辺 

(C)２０人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

５００ 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

 

 

 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

している他の団体を支援す

るため，電子メールの利用

による助言窓口を開設す

る。 

・本年度は，来年度の開設に

向けた開設準備委員会を発

足させる。 

・本事業年度は，

実施予定なし。 

 

－ 

 

－ 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学，行政，他の特定非営

利活動法人に所属し，自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き，講演会を開催する。 

(A)年１回（１月に

開催する。） 

(B)□□市文化会

館 

(C)８人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)５０人 

６００ 

 

定款附則の「設立当初の事業年度」

の期間と一致させる 

実施する予定の事業

は，(A)から (E)までの

事項をもれなく記載

する 

活動予算書で事業費を

事業別に区分している

場合に記載する。区分し

ていない場合は，任意の

記載事項 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため，

親睦会を開催する。 

(A)年 1 回（12月） 

(B)○○会館 

(C)２０人 

１００ 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイ

ベントにおいて，チャリテ

ィーコンサートを開催す

る。 

・本事業年度は，実施予定なし。 － 

 

 

 

 

（備考） 

１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は，それぞれ別葉として作成す

る。 

２ ２は，(1)には特定非営利活動に係る事業，(2)にはその他の事業について区分を明らかにして

記載する。 

３ ２(2)には，定款上，「その他の事業」に関する事項を定めているものの，設立当初の事業年度

にその他の事業を実施する予定がない場合，「実施予定なし」と記載する。 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と，その他の

事業の事業内容とは，相違点を明らかにして記載す

る 

実施する予定の事業

は，(A)から (C)までの

事項をもれなく記載

する 

記載する場合には，活動予算書の

「事業費合計額」と全体の予算額

の合計額を一致させる 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 7号関係「翌事業年度の事業計画書」） 

 

 

○○年度の事業計画書 

 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

・以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・前事業年度に発足させたホームページの開設準備委員会の検討ついては，検討結果を通常総会に

付議できるよう議論を進める。事業年度内の開設を目標とする。 

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

１ ０ 月 に 行

う。） 

(B)地域の通学路

や駅周辺 

(C)２０人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

６００ 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

している他の団体を支援す

るため，電子メールの利用

による助言窓口を開設す

る。 

(A)ホームページ

の開設後，随時

実施する。 

(B)主たる事務所 

(C)３人 

(D)助言を希

望する団

体 

(E)４団体 

２００ 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学，行政，他の特定非営

利活動法人に所属し，自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き，講演会を開催する。 

(A)年２回（１月と

７月に開催す

る。） 

(B)□□市文化会

館 

(C)９人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)各回６０

人 

１，３００ 

 

実施する予定の事業

は，(A)から (E)までの

事項をもれなく記載

する 

活動予算書で事業費を

事業別に区分している

場合に記載する。区分し

ていない場合は，任意の

記載事項 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため，

親睦会を開催する。 

(A)年 1 回（12月） 

(B)○○会館 

(C)２０人 

１００ 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイ

ベントにおいて，チャリテ

ィーコンサートを開催す

る。 

(A)年１回（３月） 

(B)○○ホール 

(C)15 人 

６００ 

 

 

 

 

（備考） 

１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は，それぞれ別葉として作成す

る。 

２ ２は，(1)には特定非営利活動に係る事業，(2)にはその他の事業について区分を明らかにして

記載する。 

３ ２(2)には，定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの，翌事業年度にその他の

事業を実施する予定がない場合，「実施予定なし」と記載する。 

 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容とその他の

事業の事業内容とは，相違点を明らかにして記載す

る 

実施する予定の事業

は，(A)から (C)までの

事項をもれなく記載

する 

記載する場合には，活動予算書の

「事業費合計額」と全体の予算額

の合計額を一致させる 



様式例・記載例（法第10条第１項第８号「設立当初の事業年度の活動予算書」）

設立当初の事業年度　活動予算書
法人成立の日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××
当期経常増減額 ×××

Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

定款附則の「設立
当初の事業年度」
と一致させる

人件費とその他
経費に分けた上
で，支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその
他経費に分け
た上で，支出
の形態別に内
訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
設立時正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　　む）を受け入れる予定である場合は，「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区
　　　分して表示することが望ましい（表示例はＰ78～79の様式例を参照）。

次期事業年度活動予算書の
「前期繰越正味財産額」と
金額が一致することを確認
する

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要
その他の事業を行う場合はＰ67の様式例を参照
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様式例・記載例（法第10条第１項第８号「翌事業年度の活動予算書」）

年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

次期事業年度の自
至年月日を記載 

人件費とその他
経費に分けた上
で，支出の形態
別に内訳を記載 

人件費とその
他経費に分け
た上で，支出
の形態別に内
訳を記載 

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意） 

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意） 
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　　む）を受け入れる予定である場合は，「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区
　　　分して表示することが望ましい（表示例はＰ78～79の様式例を参照）。

当初年度活動予算書の「次期繰
越正味財産額」と金額が一致す
ることを確認する 

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要 
その他の事業を行う場合はＰ69の様式例を参照 
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設立当初の事業年度　活動予算書
法人成立の日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
賛助会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
施設等評価費用 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

（１）

（２）

様式例・記載例（法第10条第１項第8号「設立当初の事業年度の活動予算書」（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動予算書）」）

科目 その他の事業 合計

（１）

（２）

人件費とその他
経費に分けた上
で，支出の形態
別に内訳を記載 

人件費とその他
経費に分けた上
で，支出の形態
別に内訳を記載 

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意） 

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意） 

定款附則の「設立
当初の事業年度」
と一致させる 
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１．固定資産売却益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外収益計 ××× ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外費用計 ××× ×××
経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

設立時正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

次期事業年度活動予算書の
「前期繰越正味財産額」と
金額が一致することを確認
する 

その他の事業の実施を予定し
ていない場合は，「その他の
事業」欄の数字をすべてゼロ
とする 
あるいはＰ63～64の様式例を
使い，脚注に「※当該年度は
その他の事業の実施を予定し
ていません。」と明記する 

その他の事業
で得た利益の
振替額 
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年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
賛助会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
施設等評価費用 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

（１）

（２）

様式例・記載例（法第10条第１項第8号「翌事業年度の活動予算書」（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動予算書）」）

科目 その他の事業 合計

（１）

（２）

人件費とその他
経費に分けた上
で，支出の形態
別に内訳を記載 

人件費とその他
経費に分けた上
で，支出の形態
別に内訳を記載 

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意） 

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意） 

次期事業年度の自
至年月日を記載 
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１．固定資産売却益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外収益計 ××× ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常外費用計 ××× ×××
経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

その他の事業
で得た利益の
振替額 

その他の事業の実施を予定し
ていない場合は，「その他の
事業」欄の数字をすべてゼロ
とする 
あるいはＰ65～66の様式例を
使い，脚注に「※当該年度は
その他の事業の実施を予定し
ていません。」と明記する 

当初年度の活動予算書
の「次期繰越正味財産
額」と金額が一致する
ことを確認する 
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第２号様式（第３条関係） 

 

○○年○○月○○日 

（宛先）京都市長 

申請者 住 所 又 は 居 所 京都市○○区… 

氏名   ○○ ○○     印 

電話番号 ０７５－○○○－○○○○ 

 

補正書 

 

特定非営利活動促進法第１０条第３項（法第２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含

む。）の規定により，次のとおり補正を申し立てます。 

 

記 

１ 補正の内容 

補正前 補正後 

定款 

（事業） 

第５条 

２ 前項第２号に掲げる事業は，同項第１

号に掲げる事業に支障がない限り行うも

のとし，利益を生じた場合は，同項第１号

に掲げる事業に当てるものとする。 

 

設立趣旨書 

２ 申請に至るまでの経過 

平成２３年４月に任意団体である「京都市

役所協会」を設立した。 

定款 

（事業） 

第５条 

２ 前項第２号に掲げる事業は，同項第１

号に掲げる事業に支障がない限り行うも

のとし，利益を生じた場合は，同項第１号

に掲げる事業に充てるものとする。 

 

設立趣旨書 

２ 申請に至るまでの経過 

平成２３年３月に任意団体である「京都市

役所協会」を設立した。 

 

２ 補正の理由 

  定款     誤字を修正するため 

  設立趣旨書  設立月の誤りを修正するため 

補正書の提出年月日を記載する 

設立認証申請時の申請者と

同一とする 
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第３号様式（第４条関係） 

 

○○年○○月○○日 

（宛先）京都市長 

 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 京都市○○区… 

法人の名称 特定非営利活動法人○○○○ 

代表者名  ○○ ○○ 

電話番号  ０７５－○○○－○○○○ 

 

 

設立登記完了届出書 

 

設立の登記を完了したので，特定非営利活動促進法第１３条第２項の規定により，届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 
この届出書には，登記事項証明書２部（うち写し１部）及び財産目録２部を添付すること。 

 

届出書の提出年月日を

記載する 

特定非営利活動法人○○○○

と記載する 押印不要 



様式例・記載例（法第14条関係）

設立の時の財産目録
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
什器備品
パソコン1台 ×××
応接セット ×××
･････････････ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア
財務ソフト ×××

･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
事務用品購入代 ×××
･････････････ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××
××銀行借入金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

金額

（１）

（２）

（３）

登記事項証明書に記載してある
法人設立の年月日を記載する

口座番号の
記載は不要

正味財産＝資産合計－負債合計

金銭評価ができない資産
については「評価せず」
として記載できる
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様式例・記載例（法第14条関係）

設立の時の財産目録

××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○

（単位：円）

科目

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 0

流動資産合計 0

２．固定資産

有形固定資産 0

有形固定資産計 0

無形固定資産 0

無形固定資産計 0

投資その他の資産 0

投資その他の資産計 0

固定資産合計 0

資産合計 0

Ⅱ 負債の部

１．流動負債 0

流動負債合計 0

２．固定負債 0

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産 0

金額

（１）

（２）

（３）

登記事項証明書に記載して
ある法人設立の年月日を記
載する 財産目録に記載すべき財産

がない場合の記載例 
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第８号様式（第８条関係） 

 

    年  月  日 

 

（宛先）京都市長 

 

主たる事務所の所在地 

法人の名称 

代表者名       

電話番号 

                

 

事業報告書等提出書 

 

前事業年度（  年  月  日から  年  月  日まで）の事業報告書等について，特定非

営利活動促進法第２９条の規定により，提出します。 

 

記 

 

１ 前事業年度の事業報告書  ２部 

２ 前事業年度の収支（活動）計算書  ２部 

３ 前事業年度の貸借対照表  ２部 

４ 前事業年度の財産目録   ２部 

５ 前事業年度の年間役員名簿 ２部 

６ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては，その名称及び代

表者名）及び住所又は居所を記載した書面 ２部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

提出書の提出年月日を

記載する 

特定非営利活動法人○○○○と

記載する 

法人印 不要 
前事業年度の自至年月日を記載する. 

（初めての事業年度の場合は，成立日（＝登

記日）から決算日までとなる） 

事業報告書等に関して連絡が

取れる番号を記載する 
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様式例・記載例（法第 28条第 1項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 

○○年度の事業報告書 
 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 
 

 
特定非営利活動法人○○○○ 

 
１ 事業の成果 

・以下の事業を実施した。 

・ホームページの開設のための議論の検討結果は，通常総会において実施の承認が得られた。当該

ホームページは，３月１日から開設している。 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行った。 

 

 

(A)５月○日及び

９月△日に行

った。 

(B)○○地域の通

学路，△△駅周

辺 

(C)２０人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

５００ 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

している他の団体を支援す

るため，電子メールの利用

による助言窓口を開設し

た。 

(A)３月１日から

随時行った。 

(B)主たる事務所 

(C)３人 

(D)助言を希

望する他

の団体 

(E)１団体 

 

１１０ 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学，行政，他の特定非営

利活動法人に所属し，自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き，講演会を開催した。 

(A)１月○日に開

催した。 

(B)□□市文化会

館 

(C)８人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)５０人 

６００ 

実施した事業は，

(A)から (E)までの

事項をもれなく記

載する 

活動計算書で事業費を

事業別に区分している

場合に記載する。区分し

ていない場合は，任意の

記載事項 

前事業年度の自至年月日を記載する. 

（初めての事業年度の場合は，成立日（＝登

記日）から決算日までとなる） 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため，

親睦会を開催する。 

(A)年 1 回（12月） 

(B)○○会館 

(C)２０人 

１００ 

 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイ

ベントにおいて，チャリテ

ィーコンサートを開催す

る。 

・本事業年度は，実施しなかった。 － 

 

 

 

 

 

【その他の事業を実施しなかった場合の記載例】 

 

(2) その他の事業 

   当該事業年度は実施しなかった。 

 

実施した事業は，(A)か

ら (C)までの事項をも

れなく記載する 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と，その他の

事業の事業内容とは，相違点を明らかにして記載す

る 

記載する場合には，活動計算書

の「事業費合計額」と全体の合

計額を一致させる 

させる 



様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

○○年度　活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××
当期経常増減額 ×××

Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（２）

（１）

（２）

（１）

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）

当該事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）

会費の性格
に応じて分
けて記載
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
税引前当期正味財産増減額 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業を実施していません。

（一般正味財産増減の部）
Ⅰ　経常収益
　１．受取寄附金
　　　受取寄附金振替額 ×××
　　　　････････････････････
Ⅱ　経常費用
　２．事業費
　　　援助用消耗品費 ×××
　　　　････････････････････
（指定正味財産増減の部）
　受取寄附金 ○○○
　　　　････････････････････
　一般正味財産への振替額　　 　　　　 △×××

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　  む）を受け入れた場合は，「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示
　　　することが望ましい。表示例は以下のとおり。

前事業年度活動計算書
の「次期繰越正味財産
額」と金額が一致する
ことを確認する

貸借対照表の「正味財産合計」と金
額が一致することを確認する

使途等の制約が解除されたことによる指定
正味財産から一般正味財産への振替額

「受取寄附金振替額」
と同額をマイナス計上

その他の事業を定款で掲げて
いない法人はこの脚注は不要

法人税等の納税
があった場合
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○○年度　活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
施設等評価費用 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ××× ×××

（１）

（２）

様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書）」）

科目 その他の事業 合計

（１）

（２）

当該事業年度の自至
年月日を記載 

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載 

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載 

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意） 

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意） 
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･････････････ ××× ×××
経常外収益計 ××× ×××

Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
経常外費用計 ××× ×××

経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

貸借対照表の「正味
財産合計」と金額が
一致することを確認
する 

前事業年度活動計
算書の「次期繰越
正味財産額」と金
額が一致すること
を確認する 

その他の事業
で得た利益の
振替額 

貸借対照表を
別葉表示しな
いこととする
場合には、正
味財産額の内
訳は表示され
ない 

その他の事業を実施していな
い場合は，「その他の事業」
欄の数字をすべてゼロとする，
あるいはＰ78様式例を使い，
脚注に「※当該年度はその他
の事業を実施していませ
ん。」と明記する 
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